
（平成２２年９月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 47 件

国民年金関係 21 件

厚生年金関係 26 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 3676 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 11 月及び同年 12 月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 51 年３月から 53 年 12 月まで  

会社を辞めるときに同僚や総務担当者から国民年金に加入するように

勧められ、昭和 51 年３月ころ自身でＡ市役所に行き国民年金の加入手

続をした。送られてきた納付書により３か月ごとにＢ銀行（現在は、Ｃ

銀行）Ｄ支店で国民年金保険料を納付し、後に夫名義の預金口座からの

自動振替で納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 53 年 11 月及び同年 12 月について、Ａ市国民

年金被保険者名簿により、申立人が国民年金任意被保険者資格を 53 年

11 月 11 日に取得していることが確認できるところ、申立人が上記期間

と同一年度である 54 年１月から保険料を納付していること、及びＡ市

で申立人と同様 53 年 11 月に任意被保険者資格を取得している者の納付

記録を見ると、いずれも同月から納付が開始されていることが確認でき、

Ａ市において資格取得日からの保険料納付を案内していたことがうかが

われることから、申立人が 53 年 11 月及び同年 12 月の保険料を納付し

たと考えるのが自然である。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 51 年３月から 53 年 10 月までの期間に

ついて、申立人は、会社を辞めた 51 年３月ころに国民年金の加入手続

をし、保険料納付を続けた後に口座振替による納付を始めたとしている

が、申立人の国民年金手帳記号番号が 53 年 11 月ころ払い出され、Ａ市



                      

  

国民年金被保険者名簿により申立人が 55 年１月分から口座振替により

保険料を納付し始めていることが確認できることから、申立人は 53 年

11 月ころ加入手続を行ったと推認できる上、申立人は 51 年３月ころの

加入手続についての具体的な記憶は無く、加入手続の状況が不明である。 

また、昭和 51 年３月から 53 年 10 月までは国民年金の未加入期間で

あることから制度上保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号が

払い出された事情もうかがわれない上、申立人が、同期間の国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当た

らない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 53 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月及び同年８月 

    ねんきん特別便が届き、申立期間２か月分の国民年金保険料が未納と

されていることを初めて知った。妻が私の分の保険料も納付したと言っ

ており、その期間、妻は国民年金第３号被保険者から第１号被保険者に

変更し納付しているのに私の分だけが未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その妻が納付したとし

ているところ、申立期間の直前期間が国民年金第３号被保険者であったそ

の妻の申立期間における納付記録は国民年金第１号被保険者として納付済

みとなっており、その妻は国民年金の種別変更手続及び保険料納付を適切

に行っていることから、申立人のみ国民年金の加入手続及び保険料納付を

していなかったとは考え難い。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和55年１月ころに払い出され

ていることから、申立期間の保険料は納付可能である上、申立期間以外の

国民年金加入期間についてはすべて納付済みであり、59年８月から60年３

月までの期間は任意加入するなど、国民年金に対する意識の高さがうかが

える。 

さらに、申立人が２か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納

付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成５年７月及び同年８月 

私は、平成５年 10 月にＡ市に転入し、国民年金の加入手続をする際、

市役所職員に申立期間が未加入となっていることを指摘され、その場で

国民年金保険料を納付した。 

申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成５年 10 月にＡ市に転入し、国民年金の加入手続をする

際、市役所職員に申立期間が未加入となっていることを指摘され、その場

で国民年金保険料を納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記

号番号は、当該番号の前後の被保険者の資格取得時期から、同年 10 月こ

ろに払い出されていると推認され、その時点からすると、申立期間は納付

可能な期間である上、申立期間の前後の期間は納付済みとなっており、２

か月間と短期間である申立期間の国民年金保険料を納付できなかった特段

の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3685 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和58年４月から60年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 11 月から 46 年３月まで 

② 昭和 58 年４月から 60 年３月まで 

③ 平成 13 年６月及び同年７月 

申立期間①について、当時、私は株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）

に勤務しており、その勤務先において私の国民年金加入手続と国民年金

保険料の納付をしてくれていた。申立期間①の保険料についても納付し

てくれていたはずである。 

申立期間②について、申立期間②を含む昭和 57 年３月から平成８年

１月までの期間は、夫婦でＣ店を営んでいた。この期間は夫が夫婦二人

分の国民年金保険料を納付していた。申立期間②の保険料は、夫は納付

済みとなっているのに、私は未納となってしまっている。 

申立期間③について、私が夫の扶養家族となるまでは、自分で国民年

金保険料を納付していた。申立期間③の保険料についても納付したはず

である。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料が未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、申立期間②を含む昭和 57 年３月か

ら平成８年１月までは、申立人の夫が夫婦二人分の国民年金保険料を納

付していたとしているところ、その夫の申立期間②の保険料は、納付済

みとなっている。 

また、申立人の夫が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたとす

る昭和 57 年３月から平成８年１月までの期間の申立人とその夫の保険

料の納付状況について、申立人は、申立期間②を除きすべて納付済みと



                      

  

なっており、その夫についてもすべて納付済みとなっていることから、

夫婦の納付意識は高かったと推認され、24 か月と比較的短期間である

申立期間②の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、その当時株式会社Ａに勤務しており、

その勤務先において当該期間の国民年金保険料を納付してくれていたは

ずであるとしているが、申立人は申立期間①の保険料納付には関与して

いないとしており、保険料額及び保険料納付等について、具体的な申述

を得ることはできなかった。 

  また、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｄ組織を通じて昭和 46 年

３月ころに払い出されており、その払出時点では、申立期間①の国民年

金保険料は時効にかからず納付できる期間となるが、同団の保険料調定

整理票領収書発行整理票において、申立人の国民年金保険料の徴収開始

年月日は、46 年４月分からとなっていることが確認できる。 

  さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  

３ 申立期間③について、申立人は、その夫の扶養家族となるまでは、自

分で国民年金保険料を納付していたはずであるとしているが、オンライ

ン記録及び申立人が所持している国民年金第３号被保険者資格該当通知

書から、申立人は平成 13 年８月 28 日に国民年金第３号被保険者資格を

取得しており、その直前である申立期間③の保険料額及び納付方法につ

いて具体的な申述を得ることはできなかった。 

また、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光

学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた

上、平成９年１月には基礎年金番号が導入されており、申立期間③にお

いて記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考

えられる。 

さらに、申立人が申立期間③の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 58 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3686 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和39年７月から40年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年７月から 40 年９月まで 

    私は、妻と一緒に国民年金に加入し、保険料も一緒に納付してきた。

国民年金加入手続及び申立期間当時の保険料納付については、Ａ村役場

又はＢ事務所に設置されていた同役場の出張所で、妻が行っていた。一

緒に納付した妻は申立期間の保険料が納付済みとなっており、私の保険

料だけが未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦一緒に国民年金に加入し、申立期間を含む国民年金保険

料の納付については、申立人の妻が夫婦二人分の保険料を納付していたと

しているところ、夫婦の国民年金加入時期は、申立人に係る国民年金手帳

記号番号払出簿の記録及びその妻の国民年金手帳記号番号の払出時期から、

昭和 40 年 10 月ころと推認され、国民年金加入状況に係る申立人の申述に

不自然さは見られない。 

また、上述の国民年金加入時点では、申立期間は国民年金保険料をさか

のぼって納付することができる期間であり、一緒に納付していたとする申

立人の妻は、申立期間の保険料が納付済みとなっている。 

さらに、申立人及びその妻の国民年金加入期間中の国民年金保険料の納

付状況について、オンライン記録によると、申立人は申立期間を除き未納

が無く、その妻はすべて納付済みとなっていることから、夫婦の納付意識

は高かったと推認され、15 か月と比較的短期間である申立期間の保険料

を、納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年４月から同年７月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月から同年７月まで 

申立期間について、母が、私の国民年金の加入手続をして、国民年金

保険料の免除申請手続もしてくれたはずであり、平成９年４月から 10

年３月までの｢国民年金保険料免除申請承認通知書｣を所持している。 

 申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母が国民年金の加入手続をしてくれて、申立期間の国

民年金保険料の免除申請手続もしてくれたはずであるとしているところ、

申立人は平成９年４月から 10 年３月までのＡ社会保険事務所（当時）

が発行した｢国民年金保険料免除申請承認通知書｣を所持しており、当該

通知書には｢平成９年４月から平成 10 年３月までの間の国民年金保険料

の免除を承認します。｣と記載されており、保険料の免除が承認された

ことが確認できる。 

さらに、申立期間の前後の期間は申請免除期間とされており、申立期

間のみ免除申請されていなかったとするのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を免除されていたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

昭和 39 年 12 月に結婚するときに、母から｢今まで私が国民年金保険

料を納めてきたから、これからは貴方が払っていきなさい。｣と言われ、

国民年金手帳を渡された。申立期間の国民年金保険料は母が納付してい

るはずであり、未納となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年 12 月に結婚するときに、その母から｢今まで私が

国民年金保険料を納めてきたから、これからは貴方が払っていきなさ

い。｣と言われ、国民年金手帳を渡され、申立期間の国民年金保険料は母

が納付しているはずであるとしているところ、申立人の国民年金手帳は

36 年４月１日に発行されており、資格取得日は 35 年 10 月であることか

ら、申立期間は納付可能な期間である。 

また、申立人の母は、国民年金の制度開始とともに申立人の国民年金の

加入手続を行っており、国民年金保険料の納付意識が高いと推測される上、

24 か月と比較的短期間の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情

は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4227 

 

第１ 委員会の結論 

 株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）の事業主は、申立人が昭和 27 年 11

月 11 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、37 年 12 月 15 日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる

ことから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 27 年 11 月から 28 年

１月までの期間は 4,000 円、同年２月から同年８月までの期間は 5,000 円、

同年９月から 30 年９月までの期間は 7,000 円、同年 10 月から 31 年９月

までの期間は 8,000 円、同年 10 月から 32 年７月までの期間は 9,000 円、

同年８月から 33 年９月までの期間は 10,000 円、同年 10 月から 35 年７月

までの期間は 12,000 円、同年８月から 36 年７月までの期間は１万 6,000

円、同年８月から 37 年 11 月までの期間は２万円とすることが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 27 年９月ころから 37 年 12 月ころまで 

    昭和 27 年９月ころ、Ｃ地にあった株式会社ＡのＤ店に正社員として

入社した。その後、36 年 10 月に結婚し、37 年＊月に子供が生まれ、

その年の 12 月ころに退社した。社会保険事務所の記録では、同事業所

での厚生年金保険の被保険者期間としての記録が無いとの回答を受け

たが、間違いなく正社員として勤務していたので、厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と同姓同名(Ｅ)及び同一生年月日（昭和９年＊月＊日）であるが、記号番

号が申立人の基礎年金番号（＊）と異なる＊と記載されている「Ｅ」の記

録が確認でき、当該記録は、27 年 11 月 11 日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得し、37 年 12 月 15 日に資格を喪失している上、基礎年金番号



                      

  

に未統合の記録となっている。このため、当該被保険者の厚生年金保険の

記号番号の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を確認したところ、申立

人の氏名(Ｅ)及び生年月日（９年＊月＊日）が記されているが、32 年９

月 30 日に当該台帳は切り替えられており、切替え後の当該台帳が日本年

金機構に保管されていないため、同年 10 月１日以降の記録は確認できな

いものの、事業所の名称及び被保険者資格取得日は当該健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の記録と一致している。 

また、事業主が保管する株式会社ＡのＤ店の社会保険被保険者台帳によ

ると、申立人の入社年月日は昭和 27 年 11 月 11 日であり、厚生年金保険

記号番号は＊と記録されており未統合の記録と一致している上、生年月日

は省略されているものの、健康保険番号は株式会社Ａに係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿と一致している。 

さらに、申立期間当時の複数の上司は、「申立人が正社員として申立期

間に勤務していた。正社員は全員厚生年金保険に加入し、給与から保険料

を控除されていた。」と供述しており、そのうちの一人は「Ｆ部署に所属

していた。自分の優秀な部下であり、結婚式にも招待された。」と供述し

ている。 

以上のことから、当該未統合となっている被保険者記録は、申立人に係

る記録であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が株式会社Ａにおいて昭和 27 年

11 月 11 日に資格を取得した旨の届出及び 37 年 12 月 15 日に資格を喪失

した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び厚生年金保険被保険者台帳における当該未統合記録により、昭和 27 年

11 月から 28 年１月までの期間は 4,000 円、同年２月から同年８月までの

期間は 5,000 円、同年９月から 30 年９月までの期間は 7,000 円、同年 10

月から 31 年９月までの期間は 8,000 円、同年 10 月から 32 年７月までの

期間は 9,000 円、同年８月から 33 年９月までの期間は 10,000 円、同年

10 月から 35 年７月までの期間は 12,000 円、同年８月から 36 年７月まで

の期間は１万 6,000 円、同年８月から 37 年 11 月までの期間は２万円とす

ることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 27 年９月ころから同年 11 月 10 日までの

期間については、事業主は申立てに係る事実を確認できる関連資料は無い

ため不明としているものの、申立人が記憶している複数の上司は、「当時

入社後３か月間は試用期間があり、厚生年金保険に加入するのはその後で

ある。」と供述しており、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において当該上司の資格取得日は供述どおりであることが確認でき

る。 



                      

  

また、申立人も当該事情を記憶していると供述していることから、申立

人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、昭和 27 年 11 月 11 日から 37 年 12 月 15 日までの期間は、脱退手

当金支給済期間である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ営業所における資格の喪失日に係る記録を昭和 48 年４月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を５万 6,000 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 21 日から同年４月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ株式会社

に昭和 47 年４月１日から 49 年２月 25 日まで継続して勤務した期間の

うち、申立期間の加入記録が無いとの回答があった。申立期間は、同社

Ｄ営業所（適用事業所としては、同社Ｃ営業所）から、Ｅ営業所（適用

事業としては、同社Ｆ営業所）に転勤した時期であるが、厚生年金保険

料を給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書があるので、

当該期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管している給与明細書、株式会社Ｂから提出された継続勤務

証明書及び転勤辞令・発令簿並びに雇用保険の被保険者記録により、申立

人がＡ株式会社に継続して勤務し(同社Ｄ営業所から同社Ｅ営業所に異動)、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   なお、異動日については、上記転勤辞令・発令簿では昭和 48 年３月 20

日付けとされているものの、オンライン記録により同社Ｆ営業所が厚生年

金保険の適用事業所となったのは 48 年４月１日であることが確認できる

こと、及び申立人と同時期に同社Ｆ営業所に異動した同僚(５人)は、同営



                      

  

業所が適用事業所となった同年４月１日まで異動前の適用事業所（同社支

店又は営業所）での被保険者資格があったことが確認でき、当時、同社で

は、同営業所が適用事業所となるまでの間、異動前の事業所で被保険者資

格を継続させる取扱いをしていたことが推認されることから、同年４月１

日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 48 年３

月分の給与明細書から５万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、株式会社Ｂは資料を保管していないため不明としており、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の有限会社Ａにおける資格喪失日は、昭和63年10月26日であると

認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和63年９月の標準報酬月額については30万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年９月 30 日から同年 10 月 26 日まで 

有限会社Ａに勤務していた期間のうち、昭和 63 年９月の厚生年金保

険加入記録が無い。同年 10 月に同社の経営者が交替し、会社名が有限

会社Ｂとなったが、申立期間は、有限会社Ａに勤務しており、給与から

厚生年金保険料が控除されていたので、被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述及び雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立

期間において有限会社Ａに勤務していたことが認められるとともに、給与

明細書により、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

一方、オンラインの記録では、有限会社Ａは、昭和 63 年９月 30 日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同日に申立人は、厚生年金

保険被保険者資格を喪失している。 

しかしながら、当該喪失処理は、当該事業所が適用事業所でなくなった

日の後の昭和 63 年 10 月 29 日に行われており、同日には複数の同僚にお

いて 62 年８月及び 63 年８月の標準報酬月額の算定に係る定時決定が取り

消され、62 年 10 月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額を大幅に減額訂正されて

いることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立



                      

  

人が昭和 63 年９月 30 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無

く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申

立人の資格喪失日は、雇用保険の記録における離職日の翌日である同年

10 月 26 日であると認められる。 

また、昭和 63 年９月の標準報酬月額については、申立人の有限会社Ａ

における同年８月のオンライン記録から、30 万円とすることが妥当であ

る。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける厚生年

金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 53 年４月１日に訂正し、申

立期間②の標準報酬月額に係る記録を 14 万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

② 昭和 53 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 51 年 10 月１日に株式会社Ａに入社し、53 年３月 31 日ま

で勤務していた。給与明細書を添付するので申立期間につき厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人から提出のあった給料支給明細書及び雇

用保険の記録により、申立人は、昭和 53 年３月 31 日まで株式会社Ａに

継続して勤務し、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、給料支給明細書の保険

料控除額から、14 万 2,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、「事業所は既に破産して無く、書類関係が一切

残っていないため不明。」と供述しているが、事業主が厚生年金保険被

保険者資格喪失日を昭和 53 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは

考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、



                      

  

社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合も含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間②の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人から提出のあった給料支給明細書

により、昭和 51 年 10 月１日から株式会社Ａに勤務していたことは推認

できる。 

    しかしながら、株式会社Ａにおける厚生年金保険料の控除の方法は、

当月の給与から控除する方法を採用していると認められるところ、申立

人から提出を受けた昭和 51 年 10 月分の給料支給明細書により、当該期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確

認できる。 

このほか、申立期間①に係る厚生年金保険料控除を確認できる関連資

料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4239 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人の株式会社Ａ（事業所整理記号：Ｂ）における資格喪失日は、

平成６年９月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成６年２月から同年８月までの標準報酬月額については、30

万円とすることが妥当である。 

 

２ 申立人は、申立期間のうち平成６年９月１日から同年 10 月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人の株式会社Ａ（事業所整理記号：Ｃ）

における資格取得日に係る記録を同年９月１日に訂正し、同年９月の標

準報酬月額に係る記録を 30 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る平成６年９月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 
基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28 日から同年 10 月１日まで 
   平成５年 12 月から８年 10 月まで株式会社Ａに継続して勤務した。同

社に勤務していた期間の途中において厚生年金保険の記録が無い。厚生

年金保険の記録が無い期間も給与から保険料は控除されていた。当時の

給与明細書を提出するので、厚生年金保険の記録が無い期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、株式会社Ａ（Ｄ地）で

平成５年 12 月 20 日に資格を取得し、８年 10 月 31 日に離職しており、

申立期間も継続して勤務していることが確認できる。 

    しかしながら、申立人に係る厚生年金保険被保険者記録によると、株

式会社Ａ（事業所整理記号：Ｂ）について、平成６年２月 28 日に被保



                      

  

険者資格を喪失しており、また、同年 10 月１日に株式会社Ａ（事業所

整理記号：Ｃ）において被保険者資格を再取得しているところ、事業所

整理記号Ｂと事業所整理記号Ｃとは事業所名称は同一であるが、事業所

所在地及び事業主が異なっていることから、両社は別会社であると認め

られる。 

  

２ オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａ（事業所整理記号：

Ｂ）における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成６年２月 28

日と記録されているところ、当該喪失処理は同社が厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった同年９月１日と同日になされており、同日付けで

ほかの同僚 20 人についても申立人と同様に同年２月 28 日に遡
そ

及
きゅう

して

喪失処理が行われている。また、健康保険証については資格喪失日から

６か月以上経過した同年９月１日に返納した記録となっている。 

さらに、申立人が提出した給与明細書によると、申立人は、申立期間

において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年２月 28 日

に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

当該喪失処理が行われた同年９月１日であると認められる。 

なお、平成６年２月から同年８月までの標準報酬月額については、同

年１月の記録により、30 万円とすることが妥当である。 

  

３ 申立期間のうち、平成６年９月１日から同年 10 月１日までについて

は、申立人が提出した給与明細書により、申立人は、当該期間において

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認

できる保険料控除額から 30 万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、株式会社Ａ（事業所整理記号：Ｃ）

は、申立期間は適用事業所としての記録は無いが、商業登記簿謄本によ

れば法人であったことが確認できることから、当時の厚生年金保険法に

定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の当該期間において適用事業所でありながら、社会保

険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることか



                      

  

ら、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4243 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ会Ｂ局における資格取得日

に係る記録を昭和 50 年５月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に係

る記録を８万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月 31 日から同年６月１日まで 

Ａ会に入局してから退職するまで継続して勤務していた。Ａ会Ｂ局の

資格取得日が昭和 50 年６月１日となっているが、正しくは同年５月 31

日であるので、資格取得日を訂正し、申立期間に厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の（給与）支給明細書、Ａ会提出の在籍期間証明書及び人事

記録、雇用保険の被保険者記録並びに同僚の供述により、申立人がＡ会に

継続して勤務し（昭和 50 年５月 31 日にＡ会Ｃ所から同会Ｂ局に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、（給与）支給明細書におい

て確認できる保険料控除額及び報酬月額から８万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は保険料を納付したか否かについては不明としており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明ら



                      

  

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4244 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株

式会社Ｂ）Ｃ支店における資格取得日に係る記録を昭和 40 年５月 31 日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を２万 6,000 円とすることが

必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月 31 日から同年６月１日まで 

年金記録を確認したところ、株式会社ＡのＤ支店（現在は、Ｅ支店）

の資格喪失日が昭和 40 年５月 31 日で、次に勤務した同社Ｃ支店の資格

取得日が同年６月１日となっており、加入期間に空白がある。企業内部

の転勤であり、継続して勤務していたので、申立期間を被保険者期間と

して認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、事業主提出の従業員調書、Ｆ組合提出の健康

保険資格喪失証明書及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申

立期間において株式会社Ａに継続して勤務し（昭和 40 年５月 31 日に株式

会社ＡのＤ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、株式会社ＡのＣ支店に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載の被保険者資格取得時（昭和

40 年６月１日）の記録から、２万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明とし

ており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4246 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格取得

日に係る記録を昭和 42 年９月１日、資格喪失日を 43 年４月１日とし、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を２万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月１日から 43 年４月１日まで 

    ねんきん特別便により私の厚生年金保険加入記録のうち、株式会社Ａ

に勤務した厚生年金保険加入記録が無いことが判明した。私は申立期間

に同社のＢ支店(勤務先はＣ地)でＤ職として勤務していたので、厚生年

金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社ＡのＢ支店における当時の同僚従業員等に関する具体

的な供述、申立人のＤ職としての業務内容に関する詳細な供述について当

時の上司が営業職員の業務内容であると認めていること、当時の同社Ｂ支

店の営業担当職員５人中４人が申立人は勤務していたと供述していること、

そのうちの１人（昭和 41 年３月 23 日資格取得、43 年３月 20 日資格喪

失）は「（私は）43 年３月に退職したが私より後に入ってきて私がＥ職

をしていたときの担当だった。」としていること、申立人が氏名を記憶し

ている同僚の１人は、42 年３月 20 日入社（同日で資格取得）であること

が確認できること、別の同僚１人（43 年３月 19 日資格取得）は、「申立

人は、私が入社したときに一緒に仕事をしたが､すぐにお辞めになっ

た。」と供述していること、当該同僚全員には株式会社Ａに係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できることから、

申立人が申立期間において同社に勤務していたことが認められる。  



                      

  

   また、同社Ｂ支店のＤ職の人数について、申立人は、６人ほどが勤務し

ていたと供述しているところ、上司のＦ氏は申立人を含め５、６人が勤務

していたとしており、同支店Ｄ職ほぼ全員の５人について、厚生年金保険

被保険者としての記録が株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により確認できる。 

さらに、複数の同僚は「同社Ｂ支店には臨時雇用やパートの職種は存在

せず社員のみが勤務していたことから、申立人も入社と同時に厚生年金保

険に加入していたと思われる。」としている。 

加えて、同社Ｂ支店に申立期間当時勤務していた同僚 10 人は同僚照会

の回答書にいずれも入社した日から厚生年金保険に加入したと供述してい

るところ、全員の資格取得年月日が上記同僚照会回答書に記された入社日

と一致することが株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿か

ら確認できることからも、同社では入社した時点から厚生年金保険に加入

させていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人と同年代で申立

人同様中途入社の同僚の標準報酬月額から判断すると、２万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、当該事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には申立人の氏名は確認で

きず、整理番号に欠番が見当たらないことから、社会保険事務所（当時）

において申立人に係る被保険者記録が失われたとは考えられない上、仮に、

事業主から申立人に係る取得届が提出された場合には、その後被保険者資

格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会において

も社会保険事務所が当該届出を記録していないことは通常の事務処理では

考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は申立人に係る昭和

42 年９月から 43 年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4250 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月１日から 39 年９月４日まで 

               （株式会社Ａ） 

             ② 昭和 40 年２月１日から 42 年 12 月 31 日まで 

               （Ｂ株式会社） 

申立期間①及び②において脱退手当金を受給したことになっているが、

もらっていない。 

納得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約３年９か月後の昭和 46 年 10 月１日に支給決定されたこととな

っており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被

保険者台帳記号番号払出簿の氏名は、いずれも変更処理がなされておらず

旧姓のままであり、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考え

られるが、申立人は、昭和 44 年４月＊日に婚姻し、改姓していることか

ら、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、申立人は、脱退手当金の支給決定日（昭和 46 年 10 月１日）に

は、既に国民年金に加入しており、保険料も納付していることを踏まえる

と、当時、脱退手当金を請求する意思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4251 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人のＡ株式会社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格取得

日は昭和19年10月１日、資格喪失日は20年８月30日、資格取得日は21年

７月１日、資格喪失日は24年６月30日であることが認められることから、

厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、昭和19年10月から20年４月までは

30円、同年５月から同年７月までは40円、21年７月から22年５月までは

150円、同年６月から同年12月までは200円、23年１月から同年７月まで

は600円、同年８月から同年12月までは2,100円、24年１月から同年４月

までは2,700円、同年５月は3,000円とすることが妥当である。 

 

２ 申立人は、申立期間のうち、昭和21年７月１日から24年６月30日まで

の期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19 年６月１日から 26 年９月ころまで 

昭和 13 年から 26 年９月ころまでＡ株式会社Ｂ事業所でＣ職として勤

務した。ねんきん特別便で記録が無く調査依頼したが、「記録なし」の

回答だけで調査経緯の説明も無く納得できない。妹もその後勤務してお

り、当初記録が無かったが、年金事務所の調査で記録が発見されて回復

した。私の記録もあるはずなので、調査して申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立人と氏名及び生

年月日が一致する上、事業所名が申立事業所名と一致する昭和 19 年６

月１日から 20 年８月 30 日までの期間及び 21 年７月１日から 24 年６月



                      

  

30 日までの期間の厚生年金保険被保険者の記録が確認できる。また、

当該記録は基礎年金番号に統合されていない上、申立期間と同時期であ

ること並びに氏名及び生年月日が一致する者が申立人以外にいないこと

が健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できることから、当該未統

合となっている被保険者記録は申立人の記録であると認められる。 

  一方、当該未統合記録のうち、昭和 19 年６月１日から同年９月 30 日

までの期間については、厚生年金保険の被保険者期間に算入されるのは、

保険料徴収開始後の同年 10 月１日以降の期間とされているため被保険

者期間と認めることはできない。 

これらを総合的に判断すると、申立人がＡ株式会社Ｂ事業所において

昭和 19 年 10 月１日に被保険者資格を取得した旨の届出及び 20 年８月

30 日に被保険者資格を喪失した旨の届出並びに 21 年７月１日に被保険

者資格を再取得した旨の届出及び 24 年６月 30 日に被保険者資格を再喪

失した旨の届出を事業主が社会保険事務所（当時）に行ったことが認め

られる。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、厚生年金保険被保険者台帳におけ

る当該未統合記録から、昭和19年10月から20年４月までは30円、同年５

月から同年７月までは40円、21年７月から22年５月までは150円、同年

６月から同年12月までは200円、23年１月から同年７月までは600円、同

年８月から同年12月までは2,100円、24年１月から同年４月までは2,700

円、同年５月は3,000円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、昭和 21 年７月１日から 24 年６月 30 日までの期間

については、上記旧台帳においてＡ株式会社Ｂ事業所の記録が確認でき

るが、当該期間は脱退手当金支給済みと記載されている。 

しかし、申立人は、脱退手当金を受給していないとしているところ、

当該脱退手当金支給の記録については、上記旧台帳の保険給付欄のうち

支給年月日欄が空欄であって備考欄に年月日の記載があるが、これは、

旧台帳裏面に支給記録がある場合の取扱いに係る「伺い定め」（昭和46

年８月27日）によると、「脱退手当金支給記録を不備とする。」と定め

られていることから、申立人が脱退手当金を受給したとは認めることが

できず、上記期間も厚生年金保険の被保険者期間として認められる。 

 

３ 申立期間のうち、昭和 20 年８月 30 日から 21 年７月１日までの期間

及び 24 年６月 30 日から 26 年９月ころまでの期間については、別の厚

生年金保険手帳番号での厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）でも記録

が見当たらない。 

また、Ａ株式会社Ｂ事業所は、申立人の当該期間に係る厚生年金保険



                      

  

の資格の取得喪失、保険料の控除及び納付については不明と回答してい

る。 

さらに、昭和 20 年８月 30 日から 21 年７月１日までの期間について

は、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人と同様に被保険者記録に空白がある者が多数確認できるところ、同

僚照会した 12 人のうち４人から回答があったものの、当該期間におけ

る勤務実態について供述を得ることができないほか、ほかの同僚からも

未統合又は死亡により、申立人の当該期間における勤務実態を確認する

ことができない。 

加えて、昭和 24 年６月 30 日から 26 年９月ころまでの期間について

は、照会した上記同僚のうち二人から、期間は不明だが申立人は勤務し

ていたとの供述が得られたものの、申立人の戸籍の記録において 24 年

８月＊日に郷里のＤ県に戻り婚姻をしていることが認められることから、

同時期以降において当該事業所に継続して勤務していた事情はうかがえ

ない。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、そのほかの関連

資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社の資格喪失日に係

る記録を昭和 32 年９月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額は、同年

６月を 8,000 円、同年７月及び同年８月を１万 4,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年６月 30 日から同年９月２日まで 

    Ａ株式会社に昭和 29 年１月に入社しＢ職として勤務（厚生年金保険

加入は 29 年 10 月１日から）した。32 年６月に事業主がＣ区に新工場

を設立（Ｄ株式会社となる。）したため同僚 11 人とともにＥ地に移り

同工場に継続して勤務した。その後、さらに社名がＦ株式会社と変わ

り、60 年４月 26 日まで勤務した。 

 しかし、社会保険庁（当時）の記録では昭和 32 年６月 30 日から同年

９月２日までの期間は厚生年金保険に未加入となっている。この間も

保険料を控除されていたはずであるので、申立期間を被保険者期間と

して認めてほしい。同僚の一人は申立てをして記録が回復している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述及び申立人の雇用保険の記録から、申立人は、申立期

間に申立人を含む 12 人とともにＡ株式会社から申立てに係るグループ会

社（Ａ株式会社からＤ株式会社に異動）に継続勤務していることが認めら

れる。 

また、申立人は、申立期間に係る給与明細書を所持していないものの、

申立人と同様の業務に従事し、一緒に異動したとする同僚は申立期間のす

べての給与明細書を所持しており、これによると厚生年金保険料を給与か



                      

  

ら控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間において厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人は、昭和 32 年６月にＤ株式会社の設立に伴い同社に移籍

したとしているが、申立人と一緒に異動した上記同僚の所持している申立

期間に係る給与明細書には、事業所名の記載は無いものの、押印されてい

る担当者名は、Ａ株式会社の経理担当者であることが確認できる。また、

Ｄ株式会社は 32 年９月２日に厚生年金保険の適用事業所となっているこ

とから、申立人の被保険者記録は、本来、同日までＡ株式会社において引

き続き有すべきものと考えられる。これらのことから、申立人の同社にお

ける資格喪失日を同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の所持している給

与明細書の厚生年金保険料の控除額をみると、昭和 32 年６月がＡ株式会

社の資格喪失時の標準報酬月額に相当し、同年７月及び同年８月がＤ株式

会社の資格取得時の標準報酬月額に相当することを踏まえて、申立人の申

立期間前後における標準報酬月額から、同年６月は 8,000 円、同年７月及

び同年８月は１万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ株式会社は既に解散しており、また、事業主や経理責任者も

死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関係資料及び周辺

事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4253 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 32 年９月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を同年６月は 6,000 円、同年７月及び同年８月は１万 2,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年６月 30 日から同年９月２日まで 

    Ｂ市のＡ株式会社に昭和 31 年８月から勤務し、32 年６月ごろに同社

がＣ地に移転してＤ株式会社に社名変更した時に、同僚とともに上京し

て同工場に継続して勤務した。社会保険庁（当時）の記録では 32 年６

月 30 日から同年９月２日までの期間の厚生年金保険が未加入になって

いる。当時の記録は保管していないが、同僚の一人が同期間について申

立てをして、記録が回復している。申立期間を被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述及び申立人の雇用保険記録から、申立人は、申立期間

に申立人を含む 12 人とともにＡ株式会社から申立てに係るグループ会社

（Ａ株式会社からＤ株式会社に異動）に継続して勤務していたことが認め

られる。 

また、申立人と同様の業務に従事し、共に異動したとする当時の同僚の

給与明細書から、その同僚が申立期間に厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間において厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

なお、申立人は、昭和 32 年６月ごろからＤ株式会社に勤務したとして

いるが、申立人とともに異動した上記同僚の申立期間に係る給与明細書に

は、事業所名の記載は無いものの、押印されている担当者名は、Ａ株式会

社の経理担当者であることが確認でき、また、Ｄ株式会社は 32 年９月２

日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立人の被保険者

記録は、本来、同日までＡ株式会社において引き続き有すべきものと考え

られる。これらのことから、申立人の同社における資格喪失日を同日とす

ることが妥当である。 

また、申立人の標準報酬月額については、同僚の所持している給与明細

書の厚生年金保険料の控除額をみると、昭和 32 年６月がＡ株式会社の資

格喪失時の標準報酬月額に相当し、同年７月及び同年８月はＤ株式会社の

資格取得時の標準報酬月額に相当していることを踏まえて、申立人の申立

期間前後における標準報酬月額から、同年６月は 6,000 円、同年７月及び

同年８月は１万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ株式会社は既に解散しており、また、事業主や経理責任者も

死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関係資料及び周辺

事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4256 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成７年７月１日から同年 12 月 22 日まで

の期間について厚生年金保険被保険者であったと認められることから、申

立人の株式会社Ａにおける資格取得日に係る記録を７年７月１日、資格喪

失日に係る記録を同年 12 月 22 日と訂正し、当該期間の標準報酬月額に係

る記録を 30 万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年 12 月まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、株式会社ＢでＣ職として勤務してい

た申立期間の厚生年金保険被保険者期間が無いことになっているが、給

与から同保険料が控除されていたので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 雇用保険の記録及び複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間の

うち、平成７年４月 24 日から同年 12 月 21 日までの期間において、株

式会社Ｂに勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、申立人は、当初、株式会社Ａにおい

て、平成７年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しているこ

とが確認できるところ、当該記録は、当該事業所が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった８年１月 31 日より後の同年３月 28 日に取消処理が

なされている上、申立人と同様に被保険者資格を取り消された者が多数

確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年７月１日に

取得した被保険者資格について取消処理を行う合理的理由は無く、当該

取消処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人の株

式会社Ａにおける資格取得日は当該取消前のオンライン記録から７年７

月１日、資格喪失日は雇用保険の記録における離職日の翌日である同年

12 月 22 日とすることが必要と認められる。 



                      

  

    また、当該期間の標準報酬月額については、当該取消前のオンライン

記録から 30 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成７年４月１日から同年７月１日までの期間につ

いて、申立人名義の銀行預金口座通帳により、株式会社Ｂからの給与振

込が認められるとともに、雇用保険の記録から、申立人は、株式会社Ａ

における雇用保険の被保険者資格を同年４月 24 日に取得しており、申

立人は、当該期間において株式会社Ｂに勤務していたことが認められる。 

    しかしながら、複数の同僚は、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたか否かは分からないとしているものの、当該事業所に入社後３か月

を経過した後に同保険の被保険者となったと供述していることから、申

立人の資格取得日についても、当該事業所は、申立人が入社したとする

３か月後の平成７年７月１日として社会保険事務所（当時）に届け出た

ものと推認できる。 

一方、申立期間のうち、平成７年 12 月 22 日から８年 12 月までの期

間について、上記銀行預金口座通帳により、株式会社Ｂからの給与振込

が８年１月をもって最終支給月となされており、また、雇用保険の記録

から、申立人は、当該事業所に係る離職票の交付を受け、同年 12 月 28

日に職業安定所において求職の申込みを行っていることが認められるこ

とから、申立人は、７年 12 月 21 日に当該事業所を退社したものと推認

できる。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4258 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち平成 16 年３月から同年５月までを 24 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年３月１日から同年７月１日まで 

             ② 平成 16 年７月 10 日 

    年金事務所の記録では、Ａ株式会社に勤務していた、平成 16 年３月

から同年５月までの標準報酬月額が給与から控除された保険料と違っ

ている。また、同年６月分として支給された給与と同年７月に支給さ

れた賞与から保険料が控除されているのに記録されていない。調査し

て、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てていると

ころ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において

確認できる保険料控除額及び支給額から判断すると、申立期間のうち、

平成 16 年３月から同年５月までの記録を 24 万円に訂正することが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



                      

  

事業主は、納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情も見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 一方、申立期間のうち、平成 16 年６月 26 日から同年７月１日までの

期間及び同年７月 10 日に係る賞与について、申立人が所持する当該期

間に係る給与明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確

認できるが、事業所からの回答及び雇用保険の加入記録により、申立人

は、同年６月 25 日に離職しており、当該期間に申立人が厚生年金保険

法の被保険者たる要件を具備していなかったと認められる。 

なお、被保険者期間については、厚生年金保険法第 19 条第１項の規

定により、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被

保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれ

に算入する。」とされており、保険料については、同法第 81 条第２項

の規定により、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につ

き、徴収するものとする。」とされていることから、平成 16 年６月以

降の期間については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されず、同

年６月 26 日から同年７月１日までの期間及び同年７月 10 日に係る賞与

については保険料の徴収の対象とはならない期間である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4259 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年７月 21 日から 38 年９月 21 日まで 

             ② 昭和 38 年 11 月１日から 41 年４月７日まで 

             ③ 昭和 41 年４月 10 日から 44 年５月 21 日まで 

             ④ 昭和 45 年 10 月 25 日から 46 年９月１日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、申立期間①、②、③及び④に係る事

業所に勤務していた期間は脱退手当金を受けていることになっているが、

私は脱退手当金を請求しておらず受給もしていないので記録を訂正して

ほしい。 

申立期間③と④の間の厚生年金保険被保険者期間（この事業所は申立

期間④に係る事業所と同一であり、Ａ地に所在していた時の期間であ

る。）は年金として受給中である。当時は脱退手当金の請求方法も知ら

ず、金額４万円と言えば大金であったから受給したならば記憶している

はずだ。また、同じ会社の 16 か月だけ残しておこうといった考えは浮

かばないだろう。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間③と④との間の被

保険者期間はその計算の基礎となっておらず、未請求となっている。 

  この期間は申立期間④に係る事業所と同一の事業所に勤務していた期間

であることから申立人がこの期間のみを失念するとは考え難い上、未請求

となっている被保険者期間と申立期間④は同一番号で管理されているにも

かかわらず支給されていない期間が存在することは事務処理上不自然であ



                      

  

る。 

また、支給されたとする脱退手当金の額は、法定支給額と 1,632 円相違

している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、昭和 51 年７月 14

日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 51 年３月から同年６月までにおける標準報酬月額は 11 万円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年３月 31 日から同年７月 14 日まで 

 株式会社Ａに勤務した期間のうち申立期間が空白となっている旨の通

知を社会保険事務所（当時）から受けた。同社には途中退職せずに継続

して勤務しており、厚生年金保険料も控除されていたと記憶している。

申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録により、申立期間において申立人が、株式会社

Ａに継続して勤務していたことが認められる。 

一方、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の株式会社

Ａ（Ｂ社会保険事務所（当時）所管）における厚生年金保険の被保険者資

格喪失日は当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日と同

日の昭和 51 年３月 31 日と記録されているところ、当該喪失日に係る受付

日は、同日後の同年 10 月２日と記載されており、同日には、当該事業所

がＣ社会保険事務所（当時）で新規適用事業所となった日である同年７月

14 日に申立人が資格を取得した旨の受付がなされている記載が確認でき

る。 

また、元事業主は「当時は経営状態が非常に悪く、従業員の給与を支払

うのが精一杯だった。自分の私的な財産を担保に借り入れを行ったが、苦

しいときは公の支払を止めるのが一番の安全策であったので社会保険料や



                      

  

税金の支払を止めていた。会社が倒産しても借財は個人に残り現在までそ

の影響が残っている。申立人の厚生年金保険被保険者期間の欠落が社会保

険料の滞納に関係があったとしても自分には責任を負えない。Ｂ社会保険

事務所からＣ社会保険事務所に事業所の適用を移したのは、死亡した親会

社の社長が行ったのでその経緯については分からない。」と供述している。 

さらに、申立人と同日に資格を喪失している同僚は、「申立人と同じく

継続して勤務していた。事業主から健康保険被保険者証が変わるとの説明

はなく社会保険料は給与から差し引かれていた。」と供述しているところ、

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、当該同僚も申立人と同様に

遡及
そきゅう

喪失されていることが確認でき、かつ、当該遡及
そきゅう

処理前の記録から、

同日において同社が適用事業所としての要件を満たしていたと認められる

ことから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は

見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 51 年３月 31 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものとは認められないことから、申立人の株式会社Ａ（Ｂ社

会保険事務所所管）における資格喪失日は、当該事業所がＣ社会保険事務

所において厚生年金保険の新規適用事業所となった日である同年７月 14

日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の当該事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 51 年２月の記録から、

11 万円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4263 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 37 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年８月１日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入記録からＢ株式会社に勤務していた昭和 37 年８

月分がもれている。厚生年金保険料が控除されている給与明細書を提出

するので調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

複数の同僚の供述から、申立人は、申立期間においてＡ株式会社からの

出向によりＢ株式会社に勤務していたことが推認できるとともに、申立人

から提出された昭和 37 年８月の給与明細書により、申立人が申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年８月の給与明細

書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う額である２万円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社における申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 39 年５月９日）及び資格

取得日（40 年８月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を 39 年５月及び同年６月は２万円、同年７月から 40 年６月までの期間

は２万 6,000 円、同年７月は３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年５月９日から 40 年８月１日まで 

昭和 39 年４月１日から平成９年 12 月 31 日までＡ株式会社に継続的

に勤務したにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無

い。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人

は、同社において昭和 39 年４月１日に資格を取得し、同年５月９日に資

格を喪失後、40 年８月１日に同社において再度資格を取得しており、39

年５月から 40 年７月までの被保険者記録が無いことが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社が提出した人事記録及び雇用保険の記録から、

申立人が申立期間において、同社に継続して勤務していたことが確認でき

る。また、Ｂ組合に健康保険の加入記録を照会したところ、資格取得年月

日は昭和 39 年４月１日、資格喪失年月日は平成 10 年１月１日であるとの

回答であった。 

 さらに、事業主は、「申立人の給与から厚生年金保険料を控除していた

と思う。」と供述している上、複数の同僚が「申立人は、入社後、Ｃ営業

所に配属され、継続的に勤務していた。」と供述している。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立人の申立期間前後の記録及び申立期間における同期入社の同

僚の記録等から、申立期間の標準報酬月額を昭和 39 年５月及び６月は２

万円、同年７月から 40 年６月までの期間は２万 6,000 円、同年７月は３

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資

格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所

(当時)がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務

所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行い、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和 39 年５月から 40 年７月までの厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4269 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）における厚生年金保険被保

険者資格取得日は、昭和 21 年４月１日、資格喪失日は 22 年５月 13 日で

あることが認められることから、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、300 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21 年４月１日から 24 年 12 月 31 日まで 

私は、昭和 15 年ころから、Ｃ地に存在していたＡ株式会社で働いて

おり、その途中の 19 年 11 月ころから 20 年 10 月ころまでは入隊してい

た。 

その後、故郷のＤ県にいったん戻ったが、昭和 21 年４月に再度同社

に入社し約４年間勤務した。しかし、社会保険庁（当時）の記録では、

申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いので、納得がいかない。 

第三者委員会で調査の上、申立期間について、被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち昭和 21 年４月１日から 22 年５月 13 日までの期間に

ついては、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人と氏名及び生年月日が一致する基礎年金番号に統合されてい

ない被保険者記録（資格取得日は 21 年４月１日、資格喪失日は 22 年５

月 13 日）が確認できる。 

また、当該未統合の記録における被保険者期間は申立人の申立期間の

一部と一致している上、当該記録に係る厚生年金保険記号番号は申立人

の基礎年金番号と一致していることから、当該記録は、申立人の厚生年

金保険被保険者記録であると認められる。 



                      

  

なお、適用事業所名簿から、Ａ株式会社は、昭和 20 年８月 15 日に適

用事業所に該当しなくなっていることが確認できるものの、申立人が記

憶する同僚は、19 年６月１日から 25 年１月 28 日までの間継続して被

保険者であったことが、同僚の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及びオンライン記録から確認できる上、同名簿から、21 年４月

１日に資格を取得している被保険者が申立人を含め 103 人確認できるこ

とから、Ａ株式会社は 20 年８月 15 日以後も継続して適用事業所として

取り扱われていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 21 年４月１

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22 年５月 13 日に喪失した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社に係る当該未

統合記録から、300 円とすることが妥当である。 

 

２ 一方、申立期間のうち昭和 22 年５月 13 日から 24 年 12 月 31 日まで

の期間については、Ｂ株式会社Ｅ工場人事部は、申立人に係る勤務実態

及び保険料控除の事実を確認できる関連資料は無いと回答している上、

同僚からも当該期間の勤務実態及び保険料控除についての供述は得られ

なかった。 

また、前述のＢ株式会社Ｅ工場人事部は、Ａ株式会社からＦ株式会社

に社名変更していると供述しているところ、適用事業所名簿から、Ｆ株

式会社はＡ株式会社の所在地と一致しており、昭和 24 年９月１日に適

用事業所に該当していることが確認できるものの、Ａ株式会社及びＦ株

式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、22 年５月

13 日から 24 年 12 月 31 日までの間に厚生年金保険の資格を取得してい

る者の中に申立人の氏名は確認できなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間（昭和 22 年５月 13 日

から 24 年 12 月 31 日まで）に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案4270 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和29年１月20日から32年４月20日まで 

          （Ａ株式会社） 

② 昭和32年６月25日から35年８月25日まで 

          （有限会社Ｂ） 

私は、60歳の時に自分の年金記録を調べるため社会保険事務所（当

時）に行ったところ、申立期間について脱退手当金が支給されていると

説明を受け、その時にはじめて「脱退手当金」という言葉を知った。 

脱退手当金が支給されたという言葉は、この10年間忘れたことは無い。 

社会保険事務所に何度も行ったが、取り合ってもらえなかった。第三

者委員会ができて本当に良かったと思っている。 

第三者委員会で調査の上、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る事業所別被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号

番号払出簿の氏名は、旧姓のままであることが確認できることから、申立

期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は、昭

和35年12月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を

請求したとは考え難い。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立人が厚生年金保険の資格を喪失し

た日の約１年２か月後である昭和36年10月３日に支給決定されていること

から、事業所が代理請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間③に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間③の標準報

酬月額に係る記録を昭和48年２月から同年10月までは13万4,000円に、同

年11月から49年５月までは18万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年６月から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 47 年 11 月から 48 年２月１日まで 

             ③ 昭和 48 年２月１日から 49 年６月 21 日まで 

    社会保険庁（当時）の記録によれば、Ａ株式会社における資格取得日

が昭和 42 年 10 月１日になっているが、42 年６月から勤務していた。 

    また、同社における２回目の資格取得日が昭和 48 年２月１日になっ

ているが、47 年 11 月から勤務していた。 

    さらに、同社における昭和 48 年２月１日から 49 年６月 21 日までの

標準報酬月額は、当時もらっていた給料より低く記録されている。 

    申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認め、申立期

間③の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間③の標準報酬月額については、Ｂ基金から提出された届出様

式が複写式である加入員資格取得届及び加入員資格喪失届並びに同基金

の回答によると、昭和 48 年２月から同年 10 月までは 13 万 4,000 円、

同年 11 月から 49 年５月までは 18 万円と記録されていることが確認で

きる。 

また、Ｃ会から提出された同基金から引き継いだ申立人に係る厚生年

金基金加入員台帳によると、申立期間③について上記と同様の記録が確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する標準報酬



                      

  

月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる。 

なお、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額は、厚生年金基金加入

員台帳から、昭和 48 年２月から同年 10 月までは 13 万 4,000 円、同年

11 月から 49 年５月までは 18 万円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間①については、申立人は、Ａ株式会社に昭和 42 年６月から

勤務していたとしているところ、複数の同僚からは、申立人が同社に勤

務していたことは間違いないが、いつから勤務していたかは分からない

としており、申立人の申立期間①における勤務等に係る供述を得られな

かった。 

また、申立期間②については、同僚の供述から、申立人が申立期間②

において、Ａ株式会社に勤務していたことはうかがえるものの、Ｂ基金

及び雇用保険の資格取得日は、昭和 48 年２月１日となっており、オン

ライン記録と一致している。 

さらに、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人の資格取得日は、申立期間①は昭和 42 年 10 月１日、申立期間②は

48 年２月１日となっており、両申立期間において同日以前に申立人が

資格を取得した記録は無い。 

 加えて、同僚から申立人の厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料等を入手できなかった上、申立人が両申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明

細書等の資料も無い。 

また、両申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、同社を継承し

た事業主にも照会したが、当時の担当者は既に亡くなっており、書類も

すべて処分してしまったため、申立てどおりの届出を行ったかは不明と

している。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4272 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額の記録につ

いては、平成５年10月から６年６月までを24万円、同年７月から同年12

月までを 34 万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立人の申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日は平成７

年２月１日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成７年１月の標準報酬月額の記録については、34万円とする

ことが妥当である。 

 

３ 申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社におけ

る厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を平成７年11月１日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を28万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年10月１日から７年１月31日まで 

             ② 平成７年１月31日から同年２月１日まで 

             ③ 平成７年９月30日から同年11月１日まで 

             ④ 平成９年10月31日から同年11月１日まで 

Ｂ株式会社に勤務していた期間のうち平成５年10月から退職時までの

標準報酬月額が、退職後にさかのぼって引き下げられている。その期間

の標準報酬月額を訂正してほしい。 

また、Ｂ株式会社からＡ株式会社、Ｃ株式会社、株式会社Ｄと１日の

空白期間もなく勤務していた。これらの４社はグループ企業であり、グ



                      

  

ループ企業間の異動であるので、Ｂ株式会社の資格喪失日は平成７年２

月１日、Ａ株式会社の資格喪失日は同年 11 月１日、Ｃ株式会社の資格

喪失日は９年 11 月１日になるはずであるが、そのようになっていない。

納得がいかないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁（当時）の被保険者資格記録照会回

答票(訂正・取消済資格記録)におけるＢ株式会社に係る厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成５年 10 月から６年６月までが 24 万円、同

年７月から同年 12 月までが 34 万円と記録されていた。 

しかし、オンライン記録では、Ｂ株式会社が厚生年金保険の適用事業

所ではなくなった平成７年１月31日より後の同年２月21日に、５年 10

月から６年 12 月までの標準報酬月額がさかのぼって８万円に減額訂正

されており、当時の同僚についても同様の処理がされていることが確認

できる。 

また、申立期間①当時の同僚は、当時の申立事業所の状況について、

「資金繰りがかなり悪く、給与の遅配や手当の削減があった上、口座の

差し押さえもあったようだ。」と詳細な供述をしていることから、当時

のＢ株式会社の経営状態が思わしくなく、社会保険料の滞納もあったこ

とがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、こ

のような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は無

く、申立人の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められ

ないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録について

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録から、平成５年 10 月

から６年６月までを 24 万円、同年７月から同年 12 月までを 34 万円に

訂正することが必要と認められる。 

 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、Ｂ株式会社が厚生年

金保険の適用事業所であった期間は、申立人の被保険者資格喪失日と同

日の平成７年１月31日までであり、申立期間②において適用事業所では

なかったことが確認できるが、同社は、申立期間②において、商業登記

簿上法人格を有していたことから、申立期間②当時も厚生年金保険法に

定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、オンライン記録では、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失

日は、上記１の標準報酬月額の遡及
そきゅう

減額訂正処理日と同じ平成７年２月

21日付けで、さかのぼって同年１月31日に喪失として処理されているこ

とが確認できる。 



                      

  

さらに、雇用保険の被保険者記録は、離職日が平成７年１月31日とな

っていることから、申立人が同日まで同社に勤務していたことが認めら

れる。 

これらを総合的に判断すると、当該遡及
そきゅう

処理を行う合理的理由は無く、

申立人の被保険者資格の喪失日に係る有効な記録処理があったとは認め

られないことから、申立人の当該事業所における被保険者資格の喪失日

は、雇用保険の記録における離職日の翌日である平成７年２月１日であ

ると認められる。 

 また、申立人の平成７年１月の標準報酬月額については、上記１によ

る訂正後のＢ株式会社における６年12月のオンライン記録から、34万円

とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間③について、雇用保険の被保険者記録により、申立人がＡ株

式会社に平成７年10月31日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に平成７年９月30日に被保険者資格を喪失し、同

日に離職した同僚一人は、保険料は当月控除であったとしており、所持

している源泉徴収票から同年９月分まで厚生年金保険料が控除されてい

たことが認められることから、同社は月末まで在職した者の当該月の保

険料を控除していたものと推認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人の申立期間③に係る保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料については保存していないため不明

であるとしており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

４ 申立期間④について、雇用保険の被保険者記録により申立人がＣ株式

会社に平成９年10月31日まで継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｃ株式会社から株式会社Ｄに月末に異動した10人につ

いても申立人と同様に厚生年金保険被保険者期間に１か月の空白がある。 

また、当委員会からの照会に対し、当時の事業主からは回答が得られ

ず、同僚からも具体的な供述が無いことから、当時の給与から厚生年金

保険料が控除されていたか否かを確認することができない。 



                      

  

さらに、申立人は、申立期間④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる給与明細書等の資料を所有していない。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3667（事案 1184 及び 2505 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年７月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 44 年７月から 46 年３月まで 

申立期間に係る国民年金保険料は、妻が定期的に納付していたので、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人及び申立人の保険料を納付し

ていたとする申立人の妻は、保険料納付場所について明確な記憶が無く、

加えて、申立人は、当該期間の全期間において民間企業に勤務し、厚生年

金保険に加入しているなどのことから、当委員会の決定に基づく平成 20

年 12 月１日付け年金記録の訂正は必要ではないとする通知が行われてお

り、また、再申立てにおいても、申立人は新たな資料及び情報は無いとし

ており、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、当委員会の決定に基づく 21 年 11 月 16 日付け年金記録の訂正は必

要ではないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、新たな資料及び事情は無いとしてお

り、これまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年７月から同年 11 月までの期間、62 年９月及び同年

10 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年７月から同年 11 月まで 

             ② 昭和 62 年９月及び同年 10 月 

    何回か勤務先が変わったが、そのたびに国民年金の加入手続をしてき

た。親からも会社を辞めたら国民年金に入るよう言われてきたので、

年金はつながっているはずである。申立期間が未納期間となっている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤務先が変わるたびに国民年金の加入手続を行い、申立期間

①及び②についてもＡ区役所から送付の納付書によって、納付期限内に保

険料を納付したと思うと主張するところ、オンライン記録によると、申立

期間①及び②に係る国民年金の被保険者資格取得及び被保険者資格喪失は、

平成２年８月６日に処理されており、日本年金機構Ｂ事務センターでは、

当該処理がなされるまでの間、申立期間①及び②は、国民年金の被保険者

でなかった期間であるとしている。 

また、日本年金機構Ｂ事務センターでは、上記の処理日（平成２年８月

６日）時点で、申立期間①及び②はいずれも時効により保険料を納付する

ことができない期間であることから、申立人に納付書は送付されていない

と思うとしている。 

   さらに、申立人の申立期間①及び②に係る納付金額及び納付方法（納付

した回数）の記憶は曖昧
あいまい

である上、申立期間の保険料を納付していたこと



 

  

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付の事実をう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3669（事案 2191 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から 52 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年１月から 52 年１月まで 

    会社を辞めたら国民年金に加入しなければならないことを知らなかっ

たが、結婚して少ししてから、母から加入を勧められたので、Ａ市役

所かＢ市役所で手続をした。国民年金保険料は、Ｂ市役所、市役所近

くの郵便局、Ｃ銀行（現在は、Ｄ銀行）などで、３か月ぐらいにまと

めて納めていた記憶がある。国民年金保険料かは分からないが、印紙

を買った記憶もある。申立期間について、未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人は、申立期間に係る国民年金

の加入手続及び国民年金保険料の納付についての記憶が曖昧
あいまい

である上、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の一部は

時効により保険料を納付できず、申立期間当時、申立人に別の国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡が見当たらないとして、既に当委員会の決

定に基づく平成 21 年８月 24 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   今回、申立人は当初の申立てと同様の内容を主張するのみであり、委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情を得られなかったことから、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3670（事案 292 及び 2499 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年４月から 49 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 49 年４月まで 

    申立期間のころ、私（申立人の息子で、申立人の代理人）は両親に生

活費を仕送りしていた。新聞報道によると申立期間以外に未納は無く、

配偶者がその期間の保険料を納付している場合には、記録の訂正を認め

るという内容の記事があった。母は納付済みになっているのに父が未納

となるはずはないので記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の息子が、申立人の納付記録の訂

正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の息子は実家を出ていて、申

立人の国民年金保険料納付に関与しておらず、申立人の妻も他界している

ため、保険料の納付状況等が不明であること、申立人及びその妻や申立人

の同居親族が、申立人の保険料を納付していたことを示す関連資料（領収

書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年６

月 30 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、申立人の息子は、申立人の妻が申立期間は納付済みとなってい

ることから、申立人の分も納付しているはずであると主張して、再申立

てを行っているが、申立人の主張は当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情も見当たらないとして平成 21 年 11 月 16 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は当初の申立てと同様の内容を主張するが、これは委員



 

  

会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委

員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないことから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年３月から 49 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月から 49 年 12 月まで 

    私は 20 歳になった昭和 40 年＊月ころに国民年金の加入手続をした覚

えは無いが、保険料の払込通知書が送られてきたので、Ａ区のＢ郵便局

で保険料を納付し始めた。以降はずっと、毎月給料をもらうと郵便局に

行き、送られてきた納付書で納付した。 

    申立期間が未納になっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続をした覚えは無く、保険料納付書が送付

されてきたので毎月郵便局で保険料を納付していたとしているが、Ａ区で

は昭和 45 年３月まで印紙検認方式により保険料を収納しており、納付書

が毎月納付可能な様式になったのも 62 年４月からであるとしており、申

立人の主張は当時の状況と符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号はその前後の国民年金手帳記号番

号の払出状況から昭和 51 年５月ころに払い出されていると推認でき、払

出時点では申立期間の大部分は時効により納付できず、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、さかのぼって保

険料を納付した覚えは無いとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3672 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年７月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年７月から 49 年３月まで 

     私は、ねんきん特別便が来て空白期間があることが分かった。父が

他界する前に、20 歳になった時に国民年金の加入手続をし、国民年金

保険料を納付してくれたと聞いている。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父が国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納

付してくれたと主張しているが、その父は既に他界しており、申立人も保

険料の納付等に直接関与していないため、国民年金の加入や保険料の納付

状況は不明である。 

また、申立人が申立期間当時、国民年金に加入した可能性について、国

民年金手帳記号番号払出検索システム及び氏名検索などにより調査を行っ

たが、申立人が加入手続を行った形跡がうかがわれず、申立人もＡ町（現

在は、Ｂ市）から移動していないため、年金の統合が行われ、国民年金手

帳記号番号を基礎年金番号として付与した後の資格取得日となっている平

成 17 年 10 月１日以外に加入手続を行った事情が見当たらない上、当該時

点で申立期間の保険料は時効により納付できず、申立期間が未加入期間で

あるため制度上も納付できない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

私は、両親と「学生も強制加入になったので面倒になった。」と話し

合った記憶がある。国民年金の加入手続及び保険料納付は両親が行って

くれたが、既に他界しているので加入手続などの詳細は分からない。し

かし、私の父は当時公職にあったので、両親は国民年金に加入すること

は国民の義務であることは知っていたはずで、私の国民年金の保険料を

納付しないとは考えられないし、兄弟も納付しないはずはないと言って

いる。 

申立期間が未納とされていることには納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続や保険料納付はその両親が行ったので、

加入手続や保険料納付のことは分からないとしており、その両親も既に他

界しており、加入手続及び保険料納付状況は不明である上、申立人の兄か

らも申立人の保険料納付について具体的な証言を得ることができず、申立

期間の保険料納付をうかがわせる事情を得られなかった。 

また、申立人は、その両親から年金手帳を渡された記憶は無いとしてい

る上、氏名検索等を行ったが申立人に国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡もうかがわれず、申立期間は未加入期間であり、制度的に保険料を

納付できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年８月、同年 11 月から同年 12 月までの期間、49 年１

月、同年３月から同年 12 月までの期間、50 年５月から 51 年１月までの

期間、同年５月から同年７月までの期間、52 年４月及び同年５月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年８月 

② 昭和 48 年 11 月から同年 12 月まで 

③ 昭和 49 年１月 

④ 昭和 49 年３月から同年 12 月まで 

⑤ 昭和 50 年５月から 51 年１月まで 

⑥ 昭和 51 年５月から同年７月まで 

⑦ 昭和 52 年４月及び同年５月 

私はＡ職をしており、申立期間当時は 10 か所以上のＢ店を変わった

が、記録上厚生年金保険と厚生年金保険の間の空き期間とされている期

間は国民年金に加入して保険料は郵便局で納付していた。 

申立期間の中には記録上確認されていない厚生年金保険被保険者期間

も含まれており、それ以外の空き期間は国民年金に加入して保険料を納

付していたのに未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、国民年金の加入手続をして保険料は郵便

局で納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間のどの期間が国

民年金保険料を納付した期間かを特定できないなど保険料納付に関する記

憶が曖昧
あいまい

であり、加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は前後の手帳記号番号払出状況か

ら昭和 53 年３月ころに払い出されていると推認され、申立人は、国民年

金被保険者資格を 52 年９月 28 日に取得していることが申立人の所持する



 

  

年金手帳により確認できることから、申立期間は未加入期間であり国民年

金保険料は納付できず、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も見当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3675 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年９月から 53 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月から 53 年８月まで 

昭和 46 年８月ころＡ市に建て売り住宅を購入し転居した。職場はそ

れまでと同様にＢ町で父親が営んでいたＣ社に勤めていたが、厚生年金

保険の適用を受けていなかったことから、転居を契機に国民年金に加入

することとした。Ａ市のＤ出張所で各種届とともに国民年金の加入手続

をした。保険料は出社前にＤ出張所で納付したことを記憶している。申

立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年８月にＡ市に転居してきたのを契機に国民年金に

加入したとしているが、当時行われていた印紙検認方式による納付方法を

記憶していないなど国民年金の加入手続及び保険料の納付状況についての

記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、現在所持している年金手帳は加入手続時に交付された

ものであるとしているが、当該手帳の記号番号は、昭和53年10月ころに払

い出され、払出時点からすると申立期間の大部分は時効により保険料を納

付できない期間であり、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も無い上、さかのぼって保険料を納付した記憶は無いとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3677 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年９月から 11 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年９月から 11 年３月まで 

平成６年当時、学生であったため、申立期間の国民年金保険料の納付

はしなかったが、11 年４月に就職した際、会社側から厚生年金保険へ

の加入手続において国民年金への加入が無いと問題があるとの指摘を受

け、父親が直ちに一括で申立期間の保険料を 60 数万円納付した。申立

期間が未加入期間となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、平成６年当時、学生であったため、申立

期間の国民年金保険料の納付はしなかったが、11 年４月に就職した際、

会社側から厚生年金保険への加入手続において国民年金への加入が無いと

問題があるとの指摘を受け、その父親が直ちに一括で申立期間の保険料を

60 数万円納付したとしているが、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保

険記号番号が付番されており、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡が見当たらない上、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制

度上、申立期間の保険料を納付することはできない期間である。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3678 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年１月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年１月から平成３年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 62 年＊月から大学を卒業する平成３年３月ま

での申立期間について、国民年金への加入手続は両親が 62 年＊月ころ、

Ａ市役所で行い、保険料は父が納付していたはずである。申立期間が未

加入期間となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、国民年金への加入手続はその両親が昭和

62 年＊月ころ、Ａ市役所で行い、保険料の納付はその父が納付していた

はずであるとしているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行っ

たとするその父親は既に他界しており証言が得られないことから、申立期

間における国民年金の加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険記号番号が付番されてお

り、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡が見当たらない上、

申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付すること

はできない期間である。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3679（事案 2342 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月から 51 年３月まで 

申立期間の保険料については、父が国民年金への加入手続を行い、納

税組合を通じて保険料を納付してくれたはずであり、父母及び主人は納

付済みであり、私だけ未納となっていることに納得できない。なお、証

言者二人の証言が得られたので再申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間については、申立人の国民年金手帳記号番号から国民年金加入

の手続時期が昭和 51 年３月ころと推定され、この時点では、申立期間は

時効により納付できない期間及びさかのぼって納付する期間となるが、申

立人の父親は既に他界していて証言が得られず、保険料の納付状況が不明

であり、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当た

らないなどとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年 10 月 19 日付

け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、申立人の保険料納付を示す証人として、新たに申立人の国民

年金保険料を納税組合において集金したとする証言者二人の名前を提示し

たが、証言者二人から申立期間の保険料の集金状況等について聴取したと

ころ、両証言者から「Ａ家全員の保険料を集金をした。」とする証言は得

られたものの、申立人の保険料を集金したとする具体的な証言が得られな

いことから、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められな

い。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3680 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年８月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年８月 

    私は、平成３年４月にＡ市役所で国民年金に加入してから、国民年金

保険料については、郵送されてきた納付書に現金を添えて、納付期限

前にＡ市役所かＢ銀行Ｃ支店のいずれかで間違いなく納付してきたは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料について、郵送されてきた納付書に現金を添

えて、納付期限前にＡ市役所かＢ銀行Ｃ支店のいずれかで間違いなく納付

してきたはずであるとしているが、申立期間の保険料に係る具体的な納付

時期や納付場所等について記憶しておらず、保険料の納付状況が不明であ

る。 

また、オンライン記録によると、過年度納付した記録も見受けられ、必

ずしも納付期限前に納付した記録となっていないことから、申立人の主張

と符合しない。 

さらに、国民年金の事務処理については、昭和59年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏れ

や記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3681 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13 年４月から同年 12 月まで 

    私は、婚約者から２年間さかのぼって国民年金に加入することができ

ることを聞き、平成 14 年１月ころ一人でＡ市役所へ加入手続に行き、

その場でＡ市役所内のＡＴＭから 35 万円くらいの現金を引出し、12 年

１月から 13 年 12 月まで 24 か月分の国民年金保険料をＡ市役所の窓口

で一括して納付した記憶がある。しかし、年金事務所へ確認したところ

「15 か月分の保険料しか納付していない。」と言われた。申立期間の

保険料が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市役所へ国民年金の加入手続に行き、その場でＡ市役所内

のＡＴＭから 35 万円くらいの現金を引出し申立期間の保険料を納付した

としているが、申立人が提出した郵便局と銀行の「取引明細書」には、こ

れに該当する現金の引出記録は見当たらず、申立人の主張と符合しない。 

また、申立人は、平成 12 年１月から 13 年 12 月まで 24 か月分の国民年

金保険料をＡ市役所の窓口で一括して納付したとしているが、申立人の所

持する年金手帳は記載されている発行年月日から 14 年１月に発行された

ものであり、その時点では、12 年１月から 13 年３月までは過年度保険料

となり、過年度保険料を含めた 24 か月分の保険料を市役所の窓口に一括

して納付することはできなかったことから、申立人の主張する保険料の納

付方法は当時の取扱いと符合しない。 

さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、



 

  

平成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3682 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和42年４月から48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 48 年３月まで 

    昭和 45 年９月ころ、Ａ地からＢ地に住所変更の手続をするためにＣ

区役所のＤ支所に行った時に、「国民年金を納付していないと 60 歳に

なった時に年金がもらえなくなる。」と言われ、また、「さかのぼって

払うことができる。」と言われたので、言われるとおりに手続をした。

後日、42 年４月から 45 年３月までの納付書が届き、貯金を引き出して

45 年９月 14 日に郵便局で夫婦二人分の保険料を納付した。その後の期

間は納付書が届くたびに納付していた。結婚以来、私が夫婦の国民年金

に係る手続及び夫婦二人分の保険料を一緒に納付していた。夫が納付済

みとなっているのに私の分だけ未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和45年９月ころ、国民年金の加入手続を行い42年４月から

45年３月までの夫婦二人分の保険料を一緒に納付したとしているが、申立

人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時

期から、48年10月ころに払い出されたと推認される上、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

また、申立人は、昭和45年４月以降の国民年金保険料は納付書が届くた

びに納付したとしているが、上述のとおり、申立人の国民年金手帳記号番

号は48年10月ころに払い出されたと推認され、その時点では、申立期間の

うち42年４月から46年６月までは時効により納付できない期間であり、申

立期間のうち46年７月から48年３月まではさかのぼって納付する期間とな

るが、42年４月から45年３月までの保険料を45年９月にさかのぼって納付

した以外にさかのぼって納付した記憶は無いと申述している。 



 

  

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年 11 月から 60 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年 11 月から 60 年８月まで 

申立期間については、昭和 53 年 11 月に結婚したのを契機にＡ区Ｂ出

張所で国民年金に加入し、自宅近くにあったＣ郵便局で毎月国民年金保

険料を納付しており、Ｄ町に転居後の 58 年６月以降はＤ町役場のＥ出

張所で国民年金保険料を納付していた。申立期間が未加入となっている

ことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、昭和 53 年 11 月に結婚したのを契機にＡ

区Ｂ出張所で国民年金に加入し、自宅近くにあったＣ郵便局で毎月国民年

金保険料を納付しており、Ｄ町に転居後の 58 年６月以降はＤ町役場のＥ

出張所で国民年金保険料を納付していたはずであるとしている。しかしな

がら、申立人が所持している国民年金手帳及びオンライン記録により 60

年９月 21 日に任意加入したことが確認できることから、その時点では、

申立期間は任意加入期間における未加入期間である上、制度上さかのぼっ

て納付することはできない期間である。 

また、申立人は、現在所持している国民年金手帳以外の年金手帳をもら

った記憶が無いとしており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3690 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年６月及び同年７月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13 年６月及び同年７月 

私は、平成 13 年６月 20 日に株式会社Ａを退職し、その翌日にＢ株式

会社にパートとして入社した。その時に会社側から国民年金に加入する

よう説明があったので加入手続を行い、申立期間である２か月分の保険

料を銀行で納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立期間の国民年金保険料について、銀行で納付したはずで

あるとしているが、申立人は、申立期間の国民年金保険料に関し、納付金

額や納付した銀行名等に関する記憶が曖昧
あいまい

なため、納付状況等が不明であ

る。 

また、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録

漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3691 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 12 月から 61 年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年 12 月から 61 年９月まで 

申立期間の国民年金については、父が加入手続をしてくれた。当時、

私の家はＡ業を営んでおり、Ｂ銀行Ｃ支店（現在は、Ｄ銀行Ｅ支店）の

行員が集金に来ていたので、その時に家族全員分の保険料を母が納付し

てくれたはずである。申立期間の保険料が未納となっていることに納得

できない。なお、申立期間のうち昭和 61 年７月から同年９月までの間

の保険料が還付となっているが、それも納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立期間の国民年金について、申立人の父が加入手続を行い、

申立人の母が保険料の納付を行ったとしているが、その父は加入手続をし

た時期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、その母も申立人の保険料の納付時期

などに関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人は、国民年金の加入や保険料の

納付に関与していないことから、国民年金の加入状況や保険料の納付状況

等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号の前後の被保険

者の資格取得日から昭和 62 年６月ころに払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間のうち 55 年 12 月から 60 年４月までの期間は時効に

より納付できず、同年５月から 61 年９月までの期間はさかのぼって納付

する期間となるが、申立人にさかのぼって納付した記憶は無い上、別の国

民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

さらに、オンライン記録では、申立期間直後の昭和 61 年 10 月から 62

年３月までの国民年金保険料が 63 年 11 月 25 日に納付され、その直前の



 

  

61 年７月から同年９月までの間の保険料が還付されているのが確認でき

るが、これは 61 年７月から 62 年３月までの国民年金保険料が 63 年 11 月

25 日にまとめて納付され、その時点で時効により納付できなかった 61 年

７月から同年９月までの間の保険料が還付されたものと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3692 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 12 月から 58 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 12 月から 58 年８月まで 

    私は昭和 54 年 11 月末に退職し、国民年金への変更手続をＡ市役所で

行った。その後、納付書が送られてきたので、妻が郵便局で定期的に

納付していたはずである。申立期間の保険料が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年 12 月ころ、Ａ市役所で国民年金の加入手続をし、

その後納付書が送られてきたので、申立人の妻がその保険料を納付したと

しているが、申立人は申立期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料

の納付をしてくれたとする申立人の妻も申立期間の保険料納付についての

記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 55 年５月ころに払い出さ

れており、払出時点からすると、申立期間のうち 54 年 12 月から 55 年３

月までの期間は、過年度納付が可能な期間となるが、申立人の保険料を納

付したとする妻はさかのぼって納付した記憶は無いとしている上、申立人

に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3693 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から 56 年３月までの期間、同年５月から 57 年

５月までの期間及び 59 年 10 月から 60 年２月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 10 月から 56 年３月まで 

                          ② 昭和 56 年５月から 57 年５月まで 

                          ③ 昭和 59 年 10 月から 60 年２月まで 

    私は、昭和 51 年ころに老後のことを考え国民年金に加入した。国民

年金保険料は、納付書に現金を添えてＡ銀行Ｂ支店、Ｃ支店又はＤ市役

所内にあるＥ銀行（当時）の出張所において納付した。申立期間が未加

入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年ころに国民年金に加入し、金融機関において国民

年金保険料を納付したとしているが、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料納付についての記憶が鮮明でなく、国民年金の加入手続状況及び保

険料の納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から昭和 62 年７月ころに払い出されたと推認され、その

時点からすると、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である

上、申立期間は未加入期間であることから制度上保険料を納付することは

できず、申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3694 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月から 62 年６月まで 

私は、Ａ社を退職してから数年の間に母に勧められ、Ｂ区役所で国民

年金の加入手続を行った。 

私の所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」欄には「昭和

61 年４月１日」と記載されていることから、同時期に加入手続をしな

がら、62 年６月までの国民年金保険料が未納となっていることは不自

然である。 

また、加入手続をした際に２年間さかのぼって国民年金保険料を納付

することができると聞き、遡及
そきゅう

限度いっぱいの２年分をさかのぼって納

付したので、加入日である昭和 61 年４月１日から２年さかのぼった 59

年４月１日まで納付したはずであり、同期間が未加入となっていること

は不自然である。 

申立期間が未加入及び国民年金保険料が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職してから数年の間に国民年金の加入手続を行い、

昭和 61 年４月１日から２年間さかのぼって保険料を納付したとしている。

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号の前後の

被保険者の資格取得時期から、平成元年８月から同年 10 月ころまでに払

い出され、同時期に加入手続を行ったと推認され、その時点でさかのぼっ

て納付が可能であった昭和 62 年７月から平成元年３月までの保険料を、

元年 10 月 17 日に過年度納付していることが申立人の所持する領収証及び

オンライン記録から確認できることから、この過年度納付を申立期間の保



 

  

険料納付と混同している可能性も否定できない上、申立人は、同一市内に

居住しており、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いた形跡も見当たらない。 

また、申立期間のうち昭和 59 年４月から 60 年３月までの期間は、申立

人は学生で、国民年金には任意加入であることから、制度上さかのぼって

国民年金に加入し保険料を納付することはできない期間である。 

さらに、申立期間のうち昭和 60 年４月から同年８月までの期間は、申

立人はＣ期間で、国民年金には加入できない期間であり、また、申立期間

のうち 60 年４月から 61 年３月までの期間は、オンライン記録によると未

加入期間とされており、申立人の所持する年金手帳の「初めて被保険者と

なった日」欄には「昭和 61 年４月１日」と記載されていることからも、

制度上保険料を納付できない期間である。 

加えて、申立人は、申立人が所持する年金手帳の「初めて被保険者とな

った日」が「昭和 61 年４月１日」と記載されていることをもって、当該

日に国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、この初めて被保険者

となった日は、加入手続時期にかかわらず、強制加入期間の初日を遡及
そきゅう

し

て記載するものであることから、加入手続日を特定するものではない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案4225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和35年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和50年３月29日から54年９月29日まで 

昭和50年３月29日から54年９月29日まで、Ａ店を経営していた株式会

社Ｂ（現在は、Ｃ株式会社）でＤ職をしていたが、厚生年金保険の記録

では、このＡ店で働いていたときの記録が無い。 

このＡ店に勤務していたときに受け取った雇用保険被保険者証を保管

しているし、このＡ店を経営している会社から、今年も年賀状をもらっ

ていることなどから、勤めていたことに間違いないので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂの元事業主及び複数の同僚の供述並びに雇用保険の被保険者

記録から、申立人は、申立期間において継続して勤務し、同社が営むＡ店

においてＤ職をしていたと認められる。 

しかしながら、申立人の申立期間当時、Ａ業は、社会保険庁長官（当

時）の認可を受けて厚生年金保険の適用事業所となることができる事業所

であったところ、オンライン記録の事業所名簿検索の結果から、申立期間

当時、株式会社Ｂが適用事業所であった記録は見当たらない上、同社が厚

生年金保険の適用事業所となったのは、平成元年７月１日であることが確

認できる。 

また、Ｃ株式会社の現在の事業主は、申立期間当時における株式会社Ｂ

について、「任意適用事業所ではなかった。社員は、各自で国民健康保険

に加入していた。」と供述し、厚生年金保険の任意包括適用制度の適用事

業所ではなかったとしている。 

さらに、複数の同僚が、「株式会社Ｂは、平成元年に厚生年金保険に加



  

入したが、それ以前は国民年金に個人で加入していた。健康保険は、Ｅ組

合に加入していた。」と供述しているものの、申立期間当時、申立人は20

歳未満であり、国民年金の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和22年10月１日から24年11月１日まで 

② 昭和24年11月15日から25年１月20日まで 

昭和22年10月から24年10月末まで、Ａ市内のＢビルのＣ施設に勤務し

た全期間、及び同年11月15日から26年３月までＤ施設で勤務した期間の

うち、24年11月15日から25年１月20日までの厚生年金保険被保険者とし

ての記録が無いので、調査して記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人のＢビルのＣ施設で勤務するに至った経

緯及び同宿舎における勤務状況等の供述から、期間の特定はできないも

のの、申立人が申立期間当時に同宿舎で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人が、申立期間①に係る事業主であったと主張す

るＥ事務所、さらに、名称が類似しており、昭和20年10月にＦ機関とし

てＡ市に設置されたとされる、Ｇ局についても、厚生年金保険の適用事

業所名簿に、事業所名は確認できない。 

また、昭和23年12月に厚生省保険局長から都道府県知事あてに通知さ

れた「進駐軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関

する件」により、進駐軍労務者は、「国ノ事務所」に使用される者とし

て、健康保険及び厚生年金保険の強制被保険者として適用することとさ

れ、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、Ｈ事務所が当

該国の事務所として24年４月１日から厚生年金保険の事業所として適用

を受けたことが確認できるが、Ｉ局の保管する同事務所の申立期間①に

係る厚生年金手続き名簿に、申立人の氏名は確認できない。 

さらに、申立人は、当該事業所における同僚又は上司としては、一人



  

の上司の姓を記憶しているのみであり、当該上司も連絡先は不明なため、

当時の事情を照会することができない。 

加えて、申立人は、給与明細書など、勤務実態や保険料控除を確認で

きる資料を保管しておらず、このほか、申立人の申立期間①における厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 

２ 申立期間②について、Ｄ施設に係る健康保険厚生年金保険事業所別被

保険者名簿によると、当該事業所が新規に厚生年金保険適用事業所とな

った日は、申立期間の途中となる昭和24年12月17日であり、同日付けで、

同事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認でき

る二人の同僚も、「申立人を覚えているが、入社日がいつだったかの記

憶は無い。」と供述している上、同事業所は26年４月30日に適用事業所

でなくなっており、事業主の連絡先も不明なため、申立人に係る当時の

事情を照会することができない。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳のＤ施設における被保

険者資格取得日は、昭和25年１月20日と記録され、オンラインの記録と

一致している上、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿では、申立人の被保険者資格取得日は25年２月１日と記録され

ているものの、申立期間②を含む同日以前の期間に申立人の氏名は確認

できない。 

さらに、申立人は、給与明細書など、勤務実態や保険料控除を確認で

きる資料を保管しておらず、このほか、申立人の申立期間②における厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4228 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年２月ころから同年 12 月末日まで 

    Ａ区の有限会社Ｂで、Ｃする仕事をし、毎日続けて勤務していたが、

厚生年金保険の被保険者記録が無いので、調査して、この期間を認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間において有限会社Ｂで勤務していたはずであるのに、

厚生年金保険の被保険者記録が無いと主張している。 

 しかしながら、有限会社Ｂの事業主は、「申立人は、社内外注の人であ

り、当時、何人かの社内外注者がいて、報酬は出来高払いで支払い、仕事

場、材料、機械等は提供するものの、雇用保険、健康保険、厚生年金保険

はすべて加入させていなかった。」と供述している。 

また、有限会社Ｂで、昭和 54 年 12 月から平成６年１月まで営業職で勤

務していた同僚は、「申立人が主張する職務内容のＤとは、専門的技術を

要する人の職務であり、社会保険、労働保険には加入しないタイプで、請

負型の社内外注として、同じ会社の中で勤務する人であった。」と供述し

ている。 

さらに、有限会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申

立期間及びその前後の期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理

番号にも欠番は確認できない上、申立人の同社に係る雇用保険の被保険者

記録も無い。 

加えて、申立人が氏名を覚えていた二人の同僚について、有限会社Ｂの

事業主及び同僚は、「申立人と同様の社内外注者であった。」と供述して

いるところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人



  

の申立期間に当該同僚の氏名は見当たらない上、同社に係る雇用保険の被

保険者記録も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

昭和 63 年 11 月から１か月少しＡ市にあるＢ株式会社（現在は、Ｃ株

式会社）に勤務したが、この時の厚生年金保険の記録が無い。調べて厚

生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書により、申立人がＢ株式会社に勤務してい

たことが確認できる。 

しかしながら、当該給与明細書により、厚生年金保険料が控除されてい

なかったことが確認できる上、Ｄ基金及びＥ組合も、申立人の加入記録は

無いと回答している。 

また、Ｃ株式会社は申立人が入社した記録は残っておらず詳細は不明と

回答しており、照会した同僚からも申立人の勤務状況に関し供述を得るこ

とはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案4232（事案2709の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年７月から56年４月まで 

          ② 昭和59年10月20日から平成５年９月10日まで 

     新たな証拠等は無いが、前回の申立てについての判断に納得できない。

申立期間①に勤務したＡ社（Ｂ区）及び申立期間②に勤務した株式会社

Ｃのいずれも、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた

ことは確かであり、また、Ｄ地で勤務したことがないのに「＊」という

Ｄ地の記号番号が付与されていることは社会保険事務所（当時）側に事

務処理の手続ミスがあったことをうかがわせるものであり、申立期間に

記録が無いのは納得できないので再調査をして記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、申立人は、Ａ社に勤務して厚生年

金保険料を給与から控除されていた旨を申し立てているが、ⅰ）雇用保険

の被保険者記録は確認されない上、商業登記簿謄本及びＥ会への照会にお

いて該当事業所が確認できず、申立人は事業主の名前及び同僚を記憶して

いないことから照会をすることができなかったこと、ⅱ）オンライン記録

において同社が厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できないこ

とから同名又は類似の名称の事業所検索をしたものの、Ｂ区内所在の「Ａ

社」は確認されなかったことから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険

料の事業主による給与からの控除については確認できなかったこと、申立

期間②に係る申立てについては、ⅲ）事業主及び同僚の供述により、期間

の特定はできないものの、申立人が株式会社Ｃに勤務していたことが推認

されるところ、事業主は「当該事業所は、昭和38年９月１日に厚生年金保

険の適用事業所の届出をしており、申立期間②当時、勤務者の中には厚生



  

年金保険料を含む社会保険料を給与から控除すると手取額が少なくなるこ

とを嫌う例があったことから、入社時に厚生年金保険被保険者資格の取得

を任意に選択させていた。」旨を供述している上、同僚二人は「当該事業

所は、厚生年金保険の被保険者資格の取得は、任意加入であった。」旨を

供述していること、ⅳ）申立期間②に係る当該事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に申立人の名前は確認されず、健康保険の整理番号に欠

番は無く、社会保険事務所の記載に不自然さは見られなかったことから、

申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて確認できなかったこと、ⅴ）このほか、申立期間に係る厚生年金保

険料の事業主による給与からの控除を確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づく平成22年３月18日付

け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から新たな資料の提出は無かったが、申立人が所持する年

金手帳に手書きで「「＊」」と記載されていることから、申立人に付与さ

れた厚生年金保険の記号番号であると主張していることについて、再調査

したところ、社会保険庁（当時）の年金手帳記号表により、同記号番号は

Ｆ社会保険事務所（当時）が割り振られた記号番号と確認できるが、同事

務所は払出しをしておらず「該当する被保険者が存在していない。」と回

答している上、オンライン記録において当該記号番号を除く「＊」から

「＊」までの記号番号を確認した結果でも、いずれも「該当する被保険者

が存在しません。」となっている。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見つからないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4233 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月 26 日から同年９月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会すると、Ａ株式会社

Ｂ工場（Ｃ市）に勤務した期間のうち、昭和 62 年８月 26 日から同年９

月１日までの被保険者記録が確認できないとの回答であった。 

    Ａ株式会社Ｂ工場を退職したのは昭和 62 年８月末日であり、保管す

る同年９月分の給与明細書により、同年８月の厚生年金保険料が事業主

により控除されていたことを証明できるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、保管する給与支給明細書により、当該期

間に係る厚生年金保険料が事業主により控除されていたことが確認できる。 

しかし、雇用保険の被保険者記録によれば、申立人の離職日は昭和 62

年８月 25 日となっている上、Ａ株式会社の事業主が提出した社員の健康

保険厚生年金保険資格一覧表及び健康保険厚生年金保険資格喪失確認通知

書により、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は同年８月 26 日

と確認できる。これに関し事業主は、「申立人から同年８月 25 日に退職

したい旨の申出を受けたことから、同年８月 26 日付けで厚生年金保険の

被保険者資格の喪失を届出しており、同年９月分の給与から同年８月の厚

生年金保険料を控除したのはミスによるものと思う。」旨を供述している。 

一方、厚生年金保険法では、第 14 条において、資格喪失の時期はその

事業所に使用されなくなった日の翌日であるとされていることから、申立

人の資格喪失日は、昭和 62 年８月 26 日であり、申立人の主張する同年８



  

月は厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めること

はできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年８月１日から 43 年６月１日まで 

私は、昭和 41 年８月１日から 43 年８月１日まで株式会社Ａに営業担

当として継続して勤務していたが、申立期間の被保険者記録が無い。申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時に株式会社Ａに勤務していた複数の元同僚の証言及び申立

人の当時の記憶から、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間に

おいて当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立期間当時に経理・社会保険を担当していた元同僚は、

「会社は一部の中途採用者については社会保険の加入手続を行っていなか

った。」と回答しており、当該事業所では、入社と同時にすべての従業員

について厚生年金保険の加入手続を行う取扱いでなかったことがうかがえ

る。 

また、当該事業所の元同僚から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除について具体的な供述を得ることはできない上、株式会社Ａは平成

３年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間

当時の事業主は既に他界していることから供述を得られず、当時の資料も

無いことから、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年３月１日から同年 12 月１日まで 

私は、昭和 30 年３月１日から 46 年 10 月 31 日まで株式会社Ａに営業

担当として勤務していたが、申立期間の被保険者記録が無い。申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時に株式会社Ａに勤務していた複数の元同僚及び同時期に入

社した元同僚の供述から、申立人が申立期間において当該事業所に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかしながら、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿において資格取得日が昭和 30 年 12 月１日である元同僚が 11 人存

在しており、この 11 人について採用年月日を調査したところ６人から回

答が得られ、ほかの事業所を退職後に入社した一人を除く５人が同年 11

月 30 日以前に採用されたと供述しており、このうち３人は同年３月に、

二人は同年４月に採用されている。このことから当該事業所は当時、30

年に採用した者を同年 12 月１日にまとめて加入させたことがうかがえる。 

また、当該事業所の元同僚から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除について具体的な供述を得ることはできない上、株式会社Ａは昭和

58 年７月 26 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間

当時の事業主及び経理・社会保険担当者は既に他界していることから供述

を得られず、当時の資料も無いことから、申立人が申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申



  

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4237 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年４月から 32 年７月 26 日まで 

    昭和 29 年４月から 32 年７月 25 日までの間、Ａ町所在の株式会社Ｂ

にＣ職として勤務し、この間、厚生年金保険にも加入していたと思うが、

被保険者記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の供述並びに申立人が記憶している事業所所在地、事業主

名、同僚名及び業務内容の実態等から、申立人が申立期間について株式会

社Ｂに勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所（当時）の適用事業所名簿の記録による

と、株式会社Ｂは、昭和 33 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間当時は適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、元同僚の一人は、「株式会社Ｂは、昭和 33 年７月から厚生年金

保険の適用事業所となっていることから、それ以前は給与から厚生年金保

険料は控除されていなかった。申立期間当時に勤務した社員は、事業所が

厚生年金保険に加入していないことは知っていたと思う。」旨の供述をし

ている。 

   さらに、同事業所は平成４年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、当時の事業主は所在不明のため確認がとれないことか

ら、申立人が申立期間に厚生年金保険料を控除されていたことを確認する

ことができない。 

   加えて、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4238 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年９月 29 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 36 年２月 13 日付けでＡ株式会社に入社し、47 年９月 30 日付け

で退社するまで継続して勤務し、この間、給与から厚生年金保険料を控

除されていたが、申立期間の被保険者記録が無い。Ａ株式会社を退社し

た翌日の同年 10 月１日から株式会社Ｂに勤務しているので、被保険者

記録に空白期間があるのは納得できない。調査の上、被保険者期間とし

て認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社に昭和 36 年２月 13 日から 47 年９月 30 日まで勤

務し、この間、給与から厚生年金保険料を控除されていたと申し立ててい

る。 

   しかしながら、Ａ株式会社は、「申立人の人事記録によると、申立人の

入社日は昭和 36 年２月 13 日、退社日は 47 年９月 28 日であることから、

申立期間の厚生年金保険料は給与から控除していない。また、申立人の賃

金台帳に記載されている 47 年 10 月分給与支払明細票でも厚生年金保険料

が控除されていないことが確認できる。」と回答しており、事業所提出の

同給与支払明細票により、申立期間の厚生年金保険料が控除されていない

ことが確認できる。 

   また、申立人に係るＡ株式会社の雇用保険の取得日は昭和 36 年２月 13

日、離職日は 47 年９月 28 日であり、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の資格喪失日と合致することが確認できる。 

   さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる７人に照会し、



  

回答の得られた５人中、一人は申立人の退社日は昭和 47 年９月 28 日であ

るとし、一人は申立人の勤務を供述しているものの、勤務期間については

不明とし、残る３人は申立人のことを記憶しておらず、申立期間の厚生年

金保険料が控除された事実をうかがわせる供述は得られなかった。 

なお、同僚調査で回答のあった上記５人の同僚が記憶している自身の入

社日及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、全員の退社日

と資格喪失日とが合致していることが確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4240 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月 27 日から同年５月１日まで 

    私は、Ａ株式会社に昭和 48 年４月末日まで勤務したが、オンライン

記録では、同社に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日が同年４月

27 日になっている。給与から厚生年金保険料を控除されていたと思う

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社に昭和 48 年４月 30 日まで勤務していたとして、

48 年のカレンダーを提出して、同年４月 28 日が土曜日、同月 29 日の祝

日が日曜日、同月 30 日が振替休日であるので、同年４月末日まで勤務し

ていたはずであり、給与から申立期間の厚生年金保険料を控除されていた

と申し立てている。 

   しかしながら、申立人のＡ株式会社に係る雇用保険の離職日は昭和 48

年４月 27 日となっているほか、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる

４人に照会し、一人から回答を得たが、申立人の正確な資格喪失日を特定

できず、申立期間の勤務の実態及び厚生年金保険料が控除された事実をう

かがわせる供述は得られないなど、申立人が申立期間において同社に勤務

していたことを確認することができない。 

また、Ａ株式会社は平成 12 年６月＊日に解散しており、当時の事業主

は既に亡くなっていることから、申立人が申立期間に厚生年金保険料を給

与から控除されていたことを確認することができない。 

   さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における

申立人の厚生年金保険被保険者記録はオンライン記録と一致しており、記



  

載内容に不自然さは無い。 

加えて、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4241（事案 392 及び 2040 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月 21 日から 47 年１月１日まで 

    昭和 44 年から平成９年まで、Ａ有限会社に継続して勤務した。途中

で社名は、Ｂ株式会社、Ｃ株式会社に変わったが、途中で退職したこと

はなく、申立期間についても給与から厚生年金保険料が控除されていた

ので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間（前回申立時の申立期間は、昭和 46 年４月 21 日から 49 年２

月１日まで）に係る申立てについては、申立人がＡ有限会社（現在は、Ｃ

株式会社）に勤務していたことは、同社の社員であった者の供述等からう

かがえるものの、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていた事実を確認できる資料は無いなどのことから、

当委員会の決定に基づく平成 20 年 12 月１日付け年金記録の訂正は必要で

はないとする通知が行われており、また、再申立てにおいても、事業主等

から新たな資料等を得ることはできないなどのことから、当委員会の決定

に基づく 21 年 11 月 16 日付け年金記録の訂正は必要ではないとする通知

が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、新たな資料及び事情は無いとしてお

り、事業主等から新たな資料及び供述を得ることもできず、これまでに収

集した資料等を含めて再度検討したが、委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4242（事案 1199 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年８月から 37 年６月まで 

             ② 昭和 40 年 12 月から 41 年８月まで 

             ③ 昭和 54 年２月から同年４月まで 

    申立期間①当時は株式会社Ａに、申立期間②当時は有限会社Ｂに、申

立期間③当時はＣ有限会社に勤務していたので、厚生年金保険に加入し

ていたことを認めてほしい。 

    前回の審議結果に納得できないので、再度の判断を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③に係る申立て（申立期間①の前回申立期間は、昭

和 36 年７月から 37 年６月まで）については、申立事業所の関係者及び同

僚の供述により、申立人が各申立期間当時、各申立事業所に勤務していた

ことはうかがえるものの、事業主は申立期間当時の厚生年金保険関係資料

を保管しておらず申立人の厚生年金保険の適用については不明としている

こと(申立期間①及び②)、同僚から、入社と同時には厚生年金保険に加入

させていなかったとの供述があること（申立期間①及び②）、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる資料が無い

こと（申立期間①、②及び③）などから、既に当委員会の決定に基づく平

成 21 年７月 13 日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われて

いる。 

 今回の申立てにおいて、申立人は、新たな資料等は無いとしており、申

立期間①及び②について、申立事業所に再度照会したが、新たな資料等は

無いとの供述が得られた上、申立期間③について、元事業主から、Ｃ有限

会社では、入社後３か月間は社会保険に加入させていなかったとの供述が



  

得られた。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を各事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月１日から 28 年３月 31 日まで 

  高校卒業後退職するまでの申立期間は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務

していたが厚生年金保険の被保険者記録が無いので、この期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人提出の在職証明書（同僚が作成したもの）及び複数の同僚の供述

により、申立人が、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、複数の女性同僚について、当該同僚がＡ社に勤務したと

する時期と同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載の被保険

者資格取得日をみると、勤務を開始したとする月から厚生年金保険被保険

者資格を取得するまでの期間が２年５か月以上あることが確認できる上、

女性同僚からは、申立期間当時、女性については採用と同時には厚生年金

保険に加入させていなかったとの供述が得られた。 

また、Ｂ社では、申立期間当時の申立人の厚生年金保険適用関係資料は

保存されておらず、申立人の厚生年金保険の加入及び保険料控除等につい

ては不明としている上、同僚からも申立人の厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について供述を得ることができない。 

さらに、日本年金機構では、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）は見当たらないとしており、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿にも、申立期間に申立人の氏名は確認できない上、健康保険

証の番号に欠落も無い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4247 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月ころから 41 年４月ころまで 

    ねんきん特別便を見て、有限会社Ａで勤務した期間の厚生年金保険の

加入記録が無かったので申立てをした。昭和 37 年４月ころから 41 年４

月ころまで、Ｂ職として同社で勤務したので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立人は、申立期間のうち昭

和 38 年６月 21 日から 40 年８月 31 日までの期間は、有限会社Ａに勤務し

ていたと認められる。 

しかしながら、申立人が勤務していた有限会社Ａは既に解散し、当時の

事業主も死亡しているため、当該事業所における健康保険厚生年金保険被

保険者資格の取得等については確認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚のうちの一人は、「年金記録にある被

保険者資格の喪失日の後も、引き続き勤務していた。」と供述しており、

ほかの一人については当該事業所における厚生年金保険の記録が無い上、

当該事業所に勤務したほかの同僚も、「年金記録にある被保険者資格の取

得日よりも前から勤務していた。」と供述していることから、当該事業所

での厚生年金保険の加入手続に関しては、勤務期間のうち一部の期間につ

いてのみ被保険者とし、又は被保険者として加入させていなかったことが

うかがわれる。 

さらに、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康

保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の氏名は見当たらず、健保番号に

欠番も無い。 



  

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4248 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 12 月１日から 46 年 10 月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ株式会社で資格を喪失した時点

の標準報酬月額よりＢ株式会社（現在は、Ｃ株式会社）で同日に資格を

取得した時の標準報酬月額が下がっていることに気が付いた。Ａ株式会

社からＢ株式会社へは退職して新しい職場に移ったのではなく社名変更

に伴ったものでありずっと継続して勤務していた。申立期間当時受け取

っていた給与額の記憶は無いが、当時、給料が上がることはあっても下

がることは考えられない。調査の上、申立期間について納得のいく標準

報酬月額にしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ会が管理している申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、Ｂ株式会

社に係る事業所別被保険者名簿における標準報酬月額と同額として記録さ

れている。 

   また、Ｃ株式会社に申立内容について確認したところ、「資料が無いた

め不明。」とし、さらに、申立期間当時の代表取締役だったとする人物は

平成９年に死亡している上、申立内容について確認できる社会保険事務担

当者等については氏名が確認できない。 

   加えて、同僚照会を 55 人に対して行い、回答があった 29 人は、全員申

立期間当時の給与明細の保管は無い上、具体的な供述が得られず、申立人

が主張する申立内容について確認することができない。 

   なお、Ｂ株式会社に係る事業所別被保険者名簿において、標準報酬月額

が遡及
そきゅう

して訂正された痕
こん

跡は確認できない。 



  

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4249（事案 1172 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年 11 月ころから 30 年 11 月ころまで 

    第三者委員会での審議結果を受け取ったが納得できない。 

    申立期間当時、私の勤務地であるＡ駅の前に食堂及び自転車預かり所

があり、その店に二人姉妹がいた。彼女たちは、毎日のようにＡ駅舎

及び自分が勤務していた営業所に出入りしていた。自分が書いた申立

期間当時の地図を提出するので、彼女たちによく聞いてもらえれば自

分がＢ株式会社Ｃ営業所に勤務していたことが分かるはずだ。また、

同じく同社で私とは違う営業所に勤務していた兄がＣ営業所の管轄は

Ｄ支店、又はＥ支店だと言っていたので、同支店の名簿に自分の名前

が無いかを調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の主張についてＢ株式会社に確認したが、関連資料及び供述を

得ることができない上、申立人が同僚等として名前を挙げた一人（故

人）のオンライン記録は国民年金の加入記録のみであり、ほかの同僚３

人（姓のみ記憶）は、同社Ｆ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において確認はできるが、いずれも姓のみの記憶であるため特定す

ることができず、故人又は所在不明により供述を得ることができないこ

と、申立人が勤務したとする同社Ｅ支店Ｃ営業所は厚生年金保険の適用

事業所ではなく、申立人が主張する事業所を管轄していたと思われる同

社Ｆ支店、Ｇ支店及びＨ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無いこと等から、

既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年７月７日付け年金記録の訂正



  

は必要ではないとする通知が行われている。 

 

  ２ 今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとし、新たにＡ駅周

辺の自筆の地図を提出し、二人姉妹がいた食堂を調査し、彼女たちに申

立人がＢ株式会社Ｃ営業所に勤務していたことを聴取してほしいとして

いるが、申立人が記載した地図を基に食堂を確認し、当該食堂の屋号を

申立人に伝えたが「二人姉妹がいた食堂かは分からない。」としている。 

 

  ３ 申立人は、Ｂ株式会社Ｃ営業所の管轄は同社Ｄ支店又は同社Ｅ支店だ

としているが、オンライン記録によると、両支店が厚生年金保険の適用

事業所であった記録は確認できない。 

 

  ４ 以上のことから、提出のあった地図では勤務実態が推認できず、その

他に委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらないことから、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4254 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年６月から 37 年 10 月１日まで 

    昭和 35 年６月ころから、株式会社ＡのＢ支店（現在は、同社Ｃ本

社）のＤ職の紹介で、Ｅ工事を行うＦ地のＧ事務所において、株式会社

Ｈに籍を置きながらＩ施設に寝泊まりしながら、仕事を行っていた。株

式会社Ｈの事務員が厚生年金保険に加入している話をしたが、年金手帳

は受け取らなかった。社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ｆ地

での記録が確認できない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人提出の、昭和 37 年９月 20 日付けの雑費請求書の金額が記された

給与支給の封筒に株式会社ＡのＧ事務所の名前が印刷されていること、並

びに同じく申立人提出のＪ工事現場の作業日記及び記念写真から、申立人

が期間の特定はできないものの同現場に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、申立人は、「Ｊ工事現場では、私と同僚二人のＫ代が株式会社

Ａから株式会社Ｈに支払われた。」と供述としており、株式会社Ｈは、

「申立期間当時は『Ｌ業』が当社の主な事業内容であり、その従業員には

厚生年金保険の適用を行っていなかった。」としている。 

   また、申立期間における株式会社Ｈに係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には申立人及び申立人が名を挙げる同僚二人の名前は無く、健康保

険証の整理番号にも欠番は無い。 

   さらに、株式会社ＡのＢ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において厚生年金保険の加入記録が確認できる当時の契約社員からは、連

絡先不明により供述が得ることができないほか、申立人が名を挙げる同僚



  

等は既に死亡等により供述を得ることができない。 

加えて、株式会社ＡのＣ本社では既に会社記録が無いため確認ができな

いとしており、また、申立人がＪ工事現場で寝泊まりしたＩ施設の関係者

については、個人情報保護のために社員氏名等の情報提供をすることはで

きないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4255 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 10 月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 50 年３月 12 日から 51 年３月２日まで 

    社会保険庁（当時）の記録によると、株式会社ＡのＢ店の委託を受け

て同店内のＣ施設で業務を行っていた事業所に正社員として勤務してい

た申立期間①及びＤ業務に従事して正社員として勤務していた株式会社

ＥのＦ店での申立期間②が、厚生年金保険被保険者ではないことになっ

ているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、株式会社ＡのＢ店内が勤務場所であ

ったと主張するが、同店の委託業者である申立人の所属事業所の名称を

覚えていない上、株式会社Ａにおいても申立期間当時の委託業者の資料

は無いため、当該事業所を特定することはできず、また、同僚からの供

述を得ることができない。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、株式会社Ｅの事業主は、「申立人は、申立期間

②において正社員として勤務していた。」としており、雇用保険の記録

からも申立人の申立期間②における当該事業所での同保険の被保険者期

間が認められる。 

    しかしながら、複数の同僚は、「事業所が健康保険厚生年金保険適用

事業所となる平成４年までは、Ｇ組合に加入しており、給与から国民年

金保険料と国民健康保険料が控除されていた。」と供述しており、事業



  

主も同様の供述をしている。 

    また、オンライン記録によると、当該事業所が健康保険厚生年金保険

の適用事業所となった日である平成４年６月１日に資格を取得した 10

人のうち、入社日の不明な３人を除いた事業主を含む７人は、同日まで

国民年金被保険者期間とされ、同年５月までの同保険料に未納期間は無

い。 

    なお、申立人のオンライン記録でも、昭和 50 年４月から 52 年３月ま

での国民年金保険料は納付済みと記録されている。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年 10 月 18 日から 27 年 10 月 18 日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ株

式会社（後にＢ株式会社に名称変更）における厚生年金保険の被保険資

格取得日が昭和 27 年 10 月 18 日となっているが、26 年 10 月 18 日から

勤務しており、被保険者期間が 12 か月空白となっている。申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ株式会社における被保険者記録を有する同僚 29 人に照会

したところ、12 人から回答があったものの、申立人の勤務期間について、

いずれも「不明。」としていることから、申立人の申立期間における勤務

実態について確認できない上、一人の同僚から試用期間があった旨の供述

が得られた。 

また、Ｂ株式会社は既に解散しており、申立期間当時の事業主は年金記

録が未統合となっており照会先を確認できない上、同社が解散した当時の

事業主は「会社は既に無く、資料も無いので不明。」と供述しており、申

立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4260 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年２月 10 日から 40 年 11 月 14 日まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、申立期間は脱退手当金を受けている

ことになっているが、当該脱退手当金は請求しておらず受給もしていな

いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、脱退手当金を請求しておらず、受給もしていないとしている

ところ、厚生年金保険被保険者資格喪失日の約１か月後である昭和 40 年

12 月＊日にその夫の姓「Ａ」を称する婚姻届を届け出ているが、申立期

間に係る厚生年金保険記号番号払出簿の申立人の姓は 52 年 12 月 23 日ま

で「Ｂ」のままであり、申立人の厚生年金保険記号番号は支給決定日から

２年２か月後の 43 年４月１日に申立期間に係る事業所と同一事業所であ

るにもかかわらず、婚姻後の姓名、かつ、別の記号番号となっていること

を踏まえると脱退手当金を受給したために新たな番号を取得したと考える

のが自然である。 

また、当該脱退手当金は資格喪失日から２か月後に支給決定されており、

申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給

していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4262 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月ころから 42 年５月１日まで 

  私は、昭和 41 年２月ころから株式会社Ａに勤務していたが、厚生年

金保険被保険者記録は、42 年５月１日から 43 年５月 16 日までとなっ

ている。申立期間についても厚生年金保険被保険者記録として追加して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

同僚の供述から、期間は特定できないものの、申立人は、昭和 42 年５

月１日以前から株式会社Ａに勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、事業所の事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によ

ると、株式会社Ａは、昭和 42 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所と

なっており、申立期間当時は適用事業所ではないことが確認できる。 

また、申立人と同様に株式会社Ａに昭和 42 年５月１日より前から勤務

していたとする同僚は、当該事業所は同年同月より前は厚生年金保険に未

加入であり、国民年金保険料を自分で納付していたと供述している。 

さらに、事業所の事業所別被保険者名簿において、昭和 42 年５月１日

に資格を取得している者の健康保険被保険者番号は連番で欠落は無く、訂

正及び改ざんされた形跡も見当たらない。 

加えて、事業主は、建物の建て直しなどがあり、申立期間当時の書類が

無く、当時の社員も誰もいないために確認ができないと供述しており、申

立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4264（事案 2477 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から 35 年８月１日まで 

前回申し立てた有限会社Ａに係る厚生年金保険の被保険者記録につい

ては確認ができないとのことであった。また、複数の同僚は見習い期間

があったとしているが、私は、入社当初から営業職であり同職は入社と

同時に厚生年金保険に加入していたはずだ。当時の役員等に照会して申

立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、同期間に係る厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び供述を得ることができず、複数の同僚の

供述から、当該事業所では入社と同時に厚生年金保険に加入させていなか

ったことがうかがえることから、事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできないとして、既に、当委員会の決定に基づく平成

22 年２月９日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

申立人は申立期間当時の役員への照会及び営業職は入社と同時に社会保

険に加入していたことを主張するが、当該役員は、当時の関係資料等は無

く申立人の資格取得の届出、保険料の控除及び納付について不明であると

供述している上、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて申立期間又は申立期間前後に被保険者記録が確認できる同僚から、

申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる新たな供述を得ることはできなかった。 

また、当該役員は、「私は、営業職として入社したが社会保険（厚生年



  

金保険）に加入するまで１年程度の期間があった。入社と同時に社会保険

に未加入の社員から社会保険加入について当時の社長に加入への取次を依

頼された記憶があるが、どう対応したかは覚えていない。」と供述してい

る上、同僚調査において回答が得られた営業職を含む５人については、有

限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、厚生年金保

険の資格取得日は入社日から数か月又は数年後まで幅があったことが確認

できることを踏まえると、同事業所においては、職種にかかわらず入社と

同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4265（事案 678 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年５月 25 日から 33 年７月１日まで 

申立期間について、Ａ株式会社において継続して勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

当初の判断後、申立期間の一部について新たにＡ株式会社Ｂ出張所に

勤務していたことを思い出したので再度確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申し立てたＡ株式会社Ｃ出

張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の記録が確認でき

ない上、申立人が申立期間中において婚姻した際に仲人を務めたとする同

僚の記録も同名簿において確認できず、ほかの同僚からも申立人に係る具

体的な供述が得られないなどのことから、当委員会の決定に基づく平成

21 年３月６日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われてい

る。 

申立人は、申立期間において新たにＡ株式会社Ｂ出張所において勤務し

ていたと主張するが、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び

同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間前の

昭和 28 年 11 月 15 日から 29 年５月 20 日までの同事業所における申立人

に係る被保険者記録が確認できるところ、申立人は同事業所において勤務

したのは１回であると供述している上、同事業所が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった日は申立期間前の 30 年３月 30 日であることが確認で

きる。 

また、申立人の仲人を務めたとする同僚もＡ株式会社Ｂ出張所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同じ昭和 28 年 11 月



  

15 日から 29 年５月 20 日までの期間の記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

前回の申立事業所であるＡ株式会社Ｃ出張所については、委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと、及び新たな申立事業所

であるＡ株式会社Ｂ出張所についても、申立人の事業主による保険料控除

を確認できる事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4266 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年５月１日から同年８月１日まで 

         ② 昭和 39 年２月１日から同年 11 月ころまで 

Ａ社に昭和 38 年５月１日に入社し、３か月間の見習い期間を経て正

社員となり、39 年 11 月ころに退社したが、厚生年金保険の被保険者記

録が 38 年８月１日から 39 年２月１日までとなっている。申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ａ社から提出された在籍証明により、申立人が、当

該期間に同社に勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ組合から提出されたＣ表により、申立人が、昭和 38 年５月１

日付けでＤされ、同年８月１日付けでＥ職員となり、39 年２月１日付け

でＦ職となったことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、Ｄ期間は厚生年金保険に加入させていなかった

と回答しているほか、Ｂ組合の担当者は、「当時、正職員からＦ職に資格

が変更されることがあり、Ｆ職であった期間は厚生年金保険に加入させて

いなかった。」と供述している。 

また、事業主は、申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料を控

除していたかについては不明としており、回答を得ることができた当時の

同僚は、申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について、具体的に記

憶していない。 

なお、申立人が事業主により給与から申立期間に係る厚生年金保険料を

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案4267 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年４月17日から30年４月20日まで 

私は、昭和 25 年４月１日にＡ株式会社に入社し、30 年４月 20 日に

第２子出産のため退職したが、社会保険庁（当時）の記録ではこの間の

厚生年金保険料が 30 年９月 13 日に脱退手当金として支給されたことと

なっており、この脱退手当金を受給した覚えはない。 

Ａ株式会社ではＢ職で、脱退手当金の制度も熟知していた。このため、

年金手帳も返納せず将来年金を継続すべく手元に置いた。したがって、

再就職時にも同一番号であり今日まで継続している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたこと

が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤

りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の昭和

30年９月13日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

また、申立人は、年金手帳も返納せず将来年金を継続すべく手元に置き

再就職時にも同一の厚生年金保険被保険者記号番号を使用し現在まで継続

していると申し立てているが、当該年金手帳は昭和49年以降に払い出され

たものであることが確認できるほか、申立人の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿及び同台帳には、27年２月＊日付けで氏名変更したことが記録さ

れているとともに、被保険者記号番号については、38年に申立人が株式会

社Ｃで被保険者資格を取得した際、新たな記号番号を取得し、当該番号が

50年以降にＡ株式会社で得た当初の被保険者記号番号に統合されたことが、

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票及び記号番号払出簿で確認で



  

きる。 

さらに、申立人の年金手帳に旧姓が記載されている理由については、統

合した当初の被保険者記号番号を使用するに際し、Ａ株式会社の記号番号

払出簿に記載されていた旧姓が転記されたものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が勤務していたＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、昭和25年から28年までに厚生年金保険の資格を取得し

た女性で脱退手当金の受給資格のある同僚は申立人を含み12人確認できる

が、そのうち９人について脱退手当金が支給された記録があり、当時は通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についても事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


